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（１）社協概要 

 

名   称 社会福祉法人都城市社会福祉協議会 

設立年月日 平成１８年 １月 ５日 

法 人 認 可 平成１７年 ９月２９日 

所 在 地 〒885-0077 宮崎県都城市松元町４街区１７号 

役   員 【理 事】定数６名以上１２名以内 

（うち会長１名、副会長２名、常務理事１名） 

【監 事】定数２名以上３名以内 

【評議員】定数７名以上２４名以内 

事務局組織 【事務局】 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会 

   ・事務局長 

   ・総務課 

   ・サテライト統括室 

    山之口サテライト 

高城サテライト 

山田サテライト 

高崎サテライト 

    ・地域福祉課 

   ・生活支援課 

・在宅福祉課 

・点字図書館 

・子育ち応援課 
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（２）役員等名簿 

 

① 役員（理事・監事）               令和４年３月３１日現在 

№ 役職名 選 出 基 準 氏 名 

１ 理  事 行政代表 黒 木 千 晶 

２ 理  事 
地域代表 

R3.6.16より 

村 吉 昭 一 

有 川 俊一郎 

３ 
理  事 

（副 会 長） 
民生委員・児童委員協議会長 米 吉 春 美 

４ 
理  事 

（副 会 長） 
自治公民館連絡協議会長 柿木原 康 雄 

５ 理  事 福祉事業経営団体代表 宮 城 博 範 

６ 理  事 地域福祉推進代表 石 田   操 

７ 理  事 
ボランティア代表 

R3.6.16より 

猪ヶ倉 タエ子 

平 井   泉 

８ 理  事 

共同募金委員会代表 

R3.6.16就任 

R4.3.23退任 

木 脇 義 紹 

９ 理  事 
研究者 

R3.6.16より 
林   典 生 

１０ 理  事 
法律家 

R3.6.16より 
堀 江 幸 治 

１１ 
理  事 

（会  長） 
学識経験者 島 津 久 友 

１２ 
理  事 

（常務理事） 
 〃 杉 元 智 子 

１３ 監  事 学識経験者 柿 木 一 範 

１４ 監  事 福祉関係者 髙 野   眞 

１５ 監  事 専門的知識を有する者等 坊 野 国 治 
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②評議員                      令和４年３月３１日現在 

№ 役職名 選 出 基 準 氏 名 

１ 評 議 員 
行政代表 

R3.6.4より 

川村  うた子 

瀬戸山 敏 朗 

２ 評 議 員 民生委員・児童委員代表 萬 徳 雄一郎 

３ 評 議 員 自治公民館代表 前 田 洋 美 

４ 評 議 員 地域福祉推進代表 渕 上 澄 雄 

５ 評 議 員 
福祉事業経営団体代表 

R3.6.4より 

清 永 治 彦 

迫 田 善 子 

６ 評 議 員 
男女共同参画団体代表 

R3.6.4より 
榎 木 やすよ 

７ 評 議 員 
当事者団体代表 

R3.6.4より 
前 田   薫 

８ 評 議 員 
福祉機関代表 

R3.6.4より 

髙 妻 剛 士 

新 村 仁 志 

９ 評 議 員 
ボランティア代表 

R3.6.4より 

新 穂 美代子 

新 原 明 義 

１０ 評 議 員 
ＮＰＯ法人 

R3.6.4より 
八反田 久 実 

１１ 評 議 員 
報道機関代表 

R3.6.4より 
湯 田   光 

１２ 評 議 員 
高齢者団体代表 

R3.6.4より 

馬 籠 英 男 

肥 後 信 行 

１３ 評 議 員 
子育て支援代表 

R3.6.4より 
豊 留 なほ子 

１４ 評 議 員 
企業代表 

R3.6.4より 
後 藤 雅 彰 

１５ 評 議 員 医療機関代表 前 原   修 

１６ 評 議 員 
社会福祉普及推進校代表 

R3.6.4より 

間 世 田  昇 

柳 田 哲 男 

１７ 評 議 員 
専門職能団体代表 

R3.6.4より 
川 口 貴 博 

１８ 評 議 員 
文化振興団体代表 

R3.6.4より 
渡 邊 一 生 

１９ 評 議 員 
更生保護事業団体代表 

R3.6.4より 
日 高 覚 助 

２０ 評 議 員 
学識経験者 

R3.6.4より 

川 本 翰 治 

石 原 祥 子 
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（３）事務局一覧 
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（１）理事会の開催状況 
 

第１回理事会（書面決議） 令和３年６月２日 

 ①同意理事  １０名（定数１０名） 確認監事３名（定数３名） 

 ②議  事 

報告第１号 職務執行状況報告について 承認 

議案第１号 令和２年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会事業報告について 

 

可決 

議案第２号 令和２年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会

計収入支出決算について 

可決 

議案第３号 

 

令和３年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会

計収入支出補正予算（第１号）について 

可決 

議案第４号 

 

令和３年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会資金運用計画に

ついて 

可決 

議案第５号 

 

会社役員賠償責任保険について 可決 

 

議案第６号 

 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会業務に係る契約締結につい

て 

可決 

議案第７号 

 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員選任候補者の推薦に

ついて 

可決 

議案第８号 社会福祉法人都城市社会福祉協議会令和３年度第１回評議員会

の開催について 

可決 

議案第９号 第４次都城市地域福祉活動計画について 可決 

 

 

第２回理事会 令和３年６月１６日 

 ①出席理事  １０名（定数１２名） 監事３名（定数３名） 

 ②議  事 

報告第２号 職務執行状況報告について 承認 

議案第１０号 社会福祉法人都城市社会福祉協議会会長、副会長及び常務理事

の選任について 

可決 

議案第１１号 福祉サービスに関する苦情解決事業における第三者委員の選任

について 

可決 

議案第１２号 評議員選任・解任委員会委員の選任について 可決 

 

 

第３回理事会（書面決議） 令和３年９月１０日 

 ①同意理事  １２名（定数１２名） 確認監事３名（定数３名） 

 ②議  事 

報告第３号 職務執行状況報告について 承認 

議案第１３号 令和３年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会

計収入支出補正予算（第２号）について 

可決 
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議案第１４号 諸規程の改正について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会定款細則の一部を改正す

る細則の制定について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会定年再雇用規程の一部を

改正する規程の制定について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会職員研修規程の一部を改

正する規程の制定について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会職員の懲戒処分等の基準

に関する規程の廃止について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会懲戒の手続等に関する事

項の廃止について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会職員懲戒委員会設置要綱

の廃止について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会職員の懲戒処分等の基準

に関する規程の制定について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会たすけあい資金貸付規程

の一部を改正する規程の制定について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会保育園運営規程の一部を

改正する規程の制定について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会幼保連携型こども園運営

規程の一部を改正する規程の制定について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会日常生活自立支援事業に

おける保管物件の取扱規程の一部を改正する規程の制定につ

いて 

・都城市山之口・高城地区地域包括支援センター指定介護予防

事業所運営規程の一部を改正する規程の制定について 

・都城市山田・高崎地区地域包括支援センター指定介護予防事

業所運営規程の一部を改正する規程の制定について 

可決 

 

 

第４回理事会 令和３年１２月１０日 

 ①出席理事  １０名（定数１２名） 監事３名（定数３名） 

 ②議  事 

報告第４号 職務執行状況報告について 承認 

報告第５号 

 専決第１号 

 

 専決第２号 

専決処分した事件の報告について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会給与規程の一部を改正す

る規程の制定について 

・令和３年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業

会計収入支出補正予算（第３号）について 

承認 

議案第１５号 諸規程の改正について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会給与規程の一部を改正す

る規程の制定について 

可決 
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第５回理事会 令和４年３月９日 

 ①出席理事  ７名（定数１２名） 監事３名（定数３名） 

 ②議  事 

報告第６号 職務執行状況報告について 承認 

議案第１６号 令和３年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会

計収入支出補正予算（第４号）について 

可決 

議案第１７号 諸規程の制定及び改正について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会人事考課制度規程の制定

について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会就業規則の一部を改正す

る規程の制定について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会育児・介護休業規程の一

部を改正する規程の制定について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会給与規程の一部を改正す

る規程の制定について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会経理規程の一部を改正す

る規程の制定について 

・都城市社会福祉協議会志和池福祉センター指定通所介護事業

所運営規程の一部を改正する規程の制定について 

・都城市社会福祉協議会山之口指定通所介護事業所運営規程の

一部を改正する規程の制定について 

・都城市社会福祉協議会山田指定通所介護事業所運営規程の一

部を改正する規程の制定について 

・都城市社会福祉協議会志和池福祉センター指定通所介護事業

所介護予防・日常生活総合事業第１号通所事業（元気アップデ

イサービス）運営規程の一部を改正する規程の制定について 

・都城市社会福祉協議会山之口指定通所介護事業所介護予防・

日常生活総合事業第１号通所事業（元気アップデイサービス）

運営規程の一部を改正する規程の制定について 

・社会福祉法人都城市社会福祉協議会山田指定通所介護事業所

介護予防・日常生活総合事業第１号通所事業（元気アップデイ

サービス）運営規程の一部を改正する規程の制定について 

・都城市社会福祉協議会志和池福祉センター指定通所介護事業

所介護予防・日常生活総合事業通所型サービス（総合事業通所

介護）運営規程の一部を改正する規程の制定について 

・都城市社会福祉協議会山之口指定通所介護事業所介護予防・

日常生活総合事業通所型サービス（総合事業通所介護）運営規

程の一部を改正する規程の制定について 

・都城市社会福祉協議会山田指定通所介護事業所介護予防・日

常生活総合事業通所型サービス（総合事業通所介護）運営規程

の一部を改正する規程の制定について 

可決 

議案第１８号 社会福祉法人都城市社会福祉協議会業務に係る契約締結につい

て 

可決 

議案第１９号 令和４年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会事業計画（案）に

ついて 

可決 
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議案第２０号 令和４年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会

計収入支出予算（案）について 

可決 

議案第２１号 社会福祉法人都城市社会福祉協議会令和３年度第２回評議員会

の開催について 

可決 

 

 

（２）評議員会の開催状況 
 

第１回評議員会 令和３年６月１６日 

 ①出席評議員  １３名（定数２０名） 

 ②議  事 

議案第１号 令和２年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会事業報告について 可決 

議案第２号 令和２年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会

計収入支出決算について 

可決 

監 査 報 告   

議案第３号 令和３年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会

計収入支出補正予算（第１号）について 

可決 

議案第４号 社会福祉法人都城市社会福祉協議会理事及び監事の選任について 可決 

議案第５号 第４次都城市地域福祉活動計画について 可決 

 

 

第２回評議員会 令和４年３月２３日 

 ①出席評議員  １６名（定数２０名） 

 ②議  事  

議案第６号 令和４年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会役員等（会長、常

務理事を除く）報酬総額について 

可決 

議案第７号 令和４年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会事業計画（案）に

ついて 

可決 

議案第８号 令和４年度社会福祉法人都城市社会福祉協議会社会福祉事業会

計収入支出予算（案）について 

可決 

議案第９号 社会福祉法人都城市社会福祉協議会理事の解任について 可決 

 

 

（３）評議員選任・解任委員会の開催状況 

第１回評議員選任・解任委員会 令和３年６月４日 

①出席評議員  ４名（定数４名） 

②議  事   

議案第１号 

 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会評議員の選任について 可決 
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（４）その他の会議等 

□経営会議 

年１１回開催（4/13、5/11、6/8、7/13、9/14、10/13、11/9、12/13、1/11、2/8、 

3/8） 

【社会福祉法人都城市社会福祉協議会事務局規程第１０条】 

経営会議は、会長が主宰し、常務理事、事務局長、課長（室長及び参事）をもって構

成し、次の事項を審議するものとし、その事務は総務課が掌理する。 

（１）協議会の基本構想、基本計画及び実施計画、その他予算を伴う事業の計画に関す

る事項 

（２）定款及び諸規程の制定及び改廃に関する事項 

（３）理事会及び評議員会に提出すべき主要案件に関する事項 

（４）重要な財産の取得処分に関する事項 

（５）前各号のほか、会長が必要と認めた事項 

  

□事業会議等 

・在宅福祉関係 事業会議 （随時開催） 

【社会福祉法人都城市社会福祉協議会事務局規程第１０条】 

事業会議は、各事業の部署責任者が主宰し、関係する職員等で構成する。 

 

 □介護保険事業所管理者会議 

・在宅福祉関係 管理者会議 （随時開催） 

【社会福祉法人都城市社会福祉協議会事務局規程第１０条】 

管理者会議は、介護保険事業の各事業所の管理者等で構成する。 

 

 

（５）研修等 

□研修委員会 

 年１２回開催（4/19、5/19、6/18、7/16、8/19、9/17、10/21、11/26、12/14、1/17、

2/15、3/15） 

本会職員としての基礎的教養及び多様化・複雑化する様々な課題に立ち向かってい

ける専門性（知識、技術、実践力）が身につくことを支援するため、研修委員会を組

織し、職員研修の企画、実施を行った。 

 

□職員研修 

 １）共通研修 

 ①「都城市社会福祉協議会及び曽於市社会福祉協議会職員合同研修会」 

   ～災害時相互応援に関する協定を活かしていくために～ 

   講師：オフィス園崎 代表 園崎 秀治 氏 

   期日：令和３年５月１８日（火） 参加者５１名 
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 ②「セルフケア研修」 

   ～セルフケアとストレスチェック～ 

   講師：ストレスチェックコンサルタントあとらーる 保健師 松本 朋子 氏 

   期日：令和３年９月９日（木） 参加者１０７名 

 

③「コンプライアンス（法令遵守）研修」 

   ～職場のリスクマネジメントの検討と今後の業務改善に向けて～ 

   講師：弁護士法人えいらく法律事務所都城事務所 弁護士 松浦 里美 氏 

   期日：令和３年１０月２２日（金） 参加者１５３名 

 

 

２）階層別研修 

①「新入職員研修」～社協の基本理解、業務のすすめ方編～ 

  講師：地域福祉課地域福祉係長（第一） 内田 文子 

総務課法人係長         永田 晃作 

  期日：令和３年４月２８日（水） 参加者１５名 

 

②「新入職員研修」～マナー／基礎スキル習得編・実践編～ 

  講師：株式会社マイナビ委託 

（株式会社ヒップスターゲート 橋詰 尚子 氏） 

  期日：令和３年５月１０日（月）～１２日（水） 参加者９人 

 

③「新入職員研修」～振り返り／成長目標設定編～ 

  講師：株式会社マイナビ委託 

（株式会社エデュワークス・コンサルタンツ 城下 博美 氏） 

   期日：令和３年１１月１６日（火） 参加者８人 

 

④「主事・主査研修」～企画力・実践力向上編～ 

   講師：株式会社都城印刷企画部企画課長 中森 幸彦 氏 

   期日：令和３年１０月２８日（木） 参加者６９名 

 

 ⑤「係長・副課長研修」～人事考課制度構築研修～ 

   講師：（株）エイデル研究所 制度コンサルタント 田中 幹也 氏 伊藤 紘 氏 

   期日：1)令和３年１０月１２日（火）参加者１６名 

      2)令和３年１０月１３日（水）参加者 ８名 

      3)令和３年１１月１７日（水）参加者１７名 

      4)令和３年１１月１８日（木）参加者 ７名 
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⑥「課長研修」～人事考課制度構築研修・検討会議～ 

   講師：（株）エイデル研究所 制度コンサルタント 田中 幹也 氏 伊藤 紘 氏 

   期日：1)令和３年 ４月１５日（木）参加者１３名（常務理事他５名含む） 

      2)令和３年 ５月２０日（木）参加者１３名（常務理事他５名含む） 

      3)令和３年 ６月１７日（木）参加者１３名（常務理事他５名含む） 

      4)令和３年 ８月 ４日（水）参加者１３名（常務理事他５名含む） 

      5)令和３年 ８月 ５日（木）参加者 １名（常務理事他１名含む） 

      6)令和３年 ９月１６日（木）参加者１３名（常務理事他５名含む） 

      7)令和３年１０月１２日（火）参加者 ７名 

      8)令和３年１１月１７日（水）参加者 ６名 

      9)令和３年１１月１８日（木）参加者 １名 

      10)令和３年１１月１９日（金）参加者１３名（常務理事他５名含む） 

      11)令和３年１２月１６日（木）参加者１３名（常務理事他５名含む） 

      12)令和４年 ２月２４日（木）参加者１３名（常務理事他５名含む） 

 

３）専門研修 

 ・生活困窮者自立支援全国研究交流大会（オンライン） 

 ・日本福祉教育ボランティア学習学会第２７回埼玉大会（オンライン） 

 ・子どもの貧困対策人材育成研修（オンライン） 

 ・生活困窮者自立支援制度・ブロック別研修（オンライン） 

 ・地域福祉コーディネータ―スキルアップ研修（オンライン） 

・令和３年度社会福祉協議会活動全国会議（オンライン）  他 

 

 

 ４）特別研修 

①「みやこんじょ白熱社協塾２０２１」 

講師：本会職員（杉元 智子、大田 勝信、田村 真一郎、永田 晃作、栗山 将平、 

        内田 文子、山森 和久、原田 彩） 

   派遣職員（黒木 雄一） 

1)令和３年１１月１２日（金）社会福祉の変遷と社会福祉協議会の役割 

2)令和３年１１月２６日（金）在宅福祉サービスの推進 

3)令和３年１２月１０日（金）地域福祉・ボランティア 

4)令和３年１２月２３日（金）総合相談・生活支援事業 

5)令和４年 １月２８日（金）社会福祉協議会活動と地域福祉推進の考え方 

           組織運営と人材育成 

6)令和４年 ２月１８日（金）教えて事務局長！社協職員としての歩み 

7)令和４年 ２月２５日（金）教えて常務理事！行政とのパートナーシップ 

8)令和４年 ３月１１日（金）脱コロナ！新たな地域福祉の展望を考える 
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②「他部署業務体験研修」 

～職員間交流と社協事業のボトムアップを目指して～ 

社協職員としてそれぞれの部署の業務を理解し、連携していけるよう他部署業務を

体験し、部署を超えた横断的な業務と総合的な支援ができるような人材を育成するこ

とを目的として実施した。 

期  間：令和３年９月～令和４年３月の間で１日間業務体験 

対 象 者：希望する正職員（階層不問） 

体験職員：１４名 

体験部署：地域福祉課(２名)、生活支援課(１名)、在宅福祉課（１名）、 

点字図書館（３名）、子育ち応援課(５名)、全課全部署（２名） 

 

 ③「派遣職員による帰庁報告会」 

 全国社会福祉協議会及び宮崎県社会福祉協議会（相互派遣）と職員の相互派遣協定

を締結し、職員の士気高揚と組織の活性化を目的とした人事交流に取り組んでいる中

で、派遣先における業務内容をはじめ、全国、県レベルの地域福祉の実践や様々な課

題解決に向けた取り組みの学びなど、派遣を通して深めることができた事項について

報告の機会や意見交換の場として実施した。 

 1)期 日：令和３年５月１３日（木）参加者３８名 

  報告者：生活支援課都城市生活自立相談センター 谷口 祐樹 

厚生労働省社会・援護局生活困窮者自立支援室（令和３年３月終了） 

 2)期 日：令和３年８月３０日（月）参加者３７名 

  報告者：宮崎県社会福祉協議会地域・ボランティア課 主査 及川 達也 

            全国社会福祉協議会地域福祉部      研修生 貴島 健太 

 

 ④「氷見市社協人事交流報告会」 

 1)期 日：令和４年１月２１日（金）参加者４２名 

  報告者：都城市社会福祉協議会常務理事          杉元 智子 

都城市社会福祉協議会地域福祉課地域福祉第二係長 黒木 雄一 

      都城市社会福祉協議会地域福祉課地域福祉係研修生 福與 紗菜 

 

⑤「都城市社会福祉協議会実践研究報告会」～派遣職員編～ 

 1)期 日：令和４年３月１０日（木）参加者９２名 

  報告者：都城市社会福祉協議会地域福祉課地域福祉第二係長 黒木 雄一 

      都城市社会福祉協議会地域福祉課地域福祉係研修生 福與 紗菜 

 

 

５）任意研修 

自分にはない知識や経験、考えに触れ、多様化した地域課題に柔軟に対応していく
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力の向上や、職員自ら課題を発見し、主体的に考動していけることを目的とした任意

研修。 

 ・令和３年 ５月１３日（木）厚生労働省社会・援護局での研修をとおして 

 ・令和３年 ７月 ８日（木）①社協３園の新型コロナ感染症予防対策について 

②感染症への心構え～もしコロナがうつったら～ 

 ・令和３年１１月１１日（木）事例検討会（地域福祉課事例提供） 

 ・令和３年１２月 ９日（木）事例検討会（生活支援課事例提供） 

 ・令和４年 ２月２２日（火）事例検討会 ～ 氷見市社協交流編 

 

 

６）宮崎県社会福祉研修センター 各種研修 

福祉職員の自己成長と事業所の人材育成を支援することを目的に、宮崎県社会福祉

研修センターが企画、実施するもの。 

令和３年６月から令和４年２月の期間で、延べ５９人の職員が全３０講座に申込み、

会場集合型およびオンライン型（Zoom）で受講した。 
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３.事業報告 
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（１）令和３年度実施事業総括（※特記事項） 
 

 

総務部門                            

◆組織基盤強化計画の推進と人づくりに向けた取り組み 

新たな選出区分より選出された役員（理事・監事）及び評議員による法人運営（理

事会・評議員会）がスタートした。研究者や法律家などにも協力をいただくなか、改

めて法人運営における課題や社会福祉協議会の使命を理解いただく機会として役員

研修会を開催した。 

また、法人運営における課題について、関連する行政各課と協議する場を設け、指

定管理施設の在り方や介護保険事業など踏み込んだ議論を交わし事業の見直しにつ

ながった。 

人材育成については、昨年度に引き続きコンサルティング会社と協働し、人事考課

制度の体制構築に向けた検討会議を定期的に開催するなか、考課者に対し階層別の研

修を行った。併せて正職員を対象に試行的な取り組みを行うことで人事考課制度のイ

メージを持つ機会となり、令和４年度からの本格的な実施に向け人事考課制度規程を

制定し、導入に向け基盤を整えることができた。 

また、昨年度に続き宮崎県社会福祉協議会との人事交流を継続（２年目）し、本年

度からは新たに全国社会福祉協議会との人事交流（１年目）を行い、県内・全国の地

域福祉の実践を学ぶ機会として職員の派遣を行った。一方、受け入れた職員は、研修

生の立場として都城市の地域福祉の実践を学ぶ機会となった。 

本年度は第４次地域福祉活動計画を具体的に推進する初年度でもあり、このなかで、

災害が発生した際にスムーズに災害救援ボランティアセンターの設置運営ができる

よう、都城市と災害救援ボランティアセンター設置運営にかかる協定を交わし、生活

圏域である隣県曽於市社会福祉協議会とも災害発生時等に相互の業務連携を推進す

るための災害協定を交わすことができた。 

 

◆労務管理と職員の健康にかかる対策 

新型コロナウイルス感染拡大の影響が続くなか、地域社会では他者との接触を避け

るあまり活動が制限され、孤立する場面が増えるなど生活スタイルが変化していった。

日々の業務においても度重なる政策延長による相談件数の増加や計画していた事業

の中止など、予定通りに進展しない状況が続いた。従事する職員にも少なからずこれ

らを理由とするストレス増幅傾向が伺え、コロナ禍での事業の進め方や職員の健康管

理について対策を講じる必要性が高まるなか、事業場の就労人数によって定められて

いる産業医と契約を交わし、同時に衛生委員会を立ち上げ、職員の健康管理と働きや

すい環境整備を含め福利厚生にかかる体制を整えることができた。 
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サテライト部門                          

◆コロナ禍における指定管理施設の適切な管理運営 
コロナ禍により、ふれあいや交流といった事業の自粛が顕著になってきており、公

の施設である指定管理施設も利用休止や利用自粛といった状況で利用者の減少が見

られた。そこで施設のリーフレット（仮）を作成して、地域住民や関係団体等に地域

福祉の拠点としてアピールした。リーフレットの正式版は令和４年度から各種団体等

の総会等で配布していく。利用の仕方や料金体系などが分からず敬遠してきたような

団体などが利用検討されることを期待する。 

また、地域福祉活動拠点として住民や関係者にそれぞれの地域に必要な社会資源開

発に住民主体で取り組めるように「新しい生活様式」を意識したアクリル板の設置や

アルコール噴霧器及び検温器設置等の感染防止対策を実施して安心安全な施設利用

に心掛けた。 

その他、指定管理における行政との協議（修繕、契約内容の見直し、モニタリング

等）を随時実施して対策を講じた。 

 

◆サテライト体制強化のためのコミュニケーション実践 
エリア毎に報連相を意識したコミュニケーションをしっかり取り、課としての情報

共有のもと一体的な活動実践が行えるよう、日頃拠点がバラバラであるサテライト統

括室の職員同士が顔の見える関係性を持ちながらお互いの業務や事業の進展を相互

理解できるように、サテライトミーティングと題して月１回の頻度でホスト担当を輪

番制としながらＺＯＯＭ会議を実施した。その狙いとしては業務の進捗管理はもとよ

り、職員の業務の捉え方や課題の解決方法を共有することであり、まだまだ不慣れな

リモートでの役割（ホスト役、司会、記録）を経験し熟練することにある。このよう

に関係性を強化することで、コミュニケーションやエリア毎の協力体制がスムーズに

行えるようになってきている。 

このことによって、エリア毎の課題を共有し、地域福祉や社会資源の必要性につい

て考える機会を作り、課題に対してどのようなプログラムやメニューが有効であり、

必要なのか職員間で協議する場を設けることができた。これまで取り組んできた事業

を、そのまま継続するのではなく、スクラップアンドビルドの視点を持ちながらコロ

ナ禍においても創意工夫を凝らした内容で事業実践できる体制を構築していく。 

 

◆複合的課題に向き合うための生活支援における多職種連携の強化 
コロナ禍ということで地域福祉活動が停滞気味であったことは否めないが、事務局

担当課とも連携して特例貸付の相談や共同募金事業などでサテライトの役割を展開

できた。また、一例として高城サテライトでは高城高校より地域に根ざした学校を目

指す取り組みとして「高城高校地域連携プロジェクト」への協力の相談があり、高城

地区地域福祉活動計画のスローガンと重なることからまちづくり協議会や高城地区

社協をはじめとする関係団体や行政及び地元企業、学習支援団体等の６団体にプロジ
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ェクトに継続参加してもらった。また、関係する団体として９団体と繋がり、全体で

１５団体と直接、間接的な関わりを持つことが出来た。学校の中では、ワークショッ

プを３回実施し様々な職業人と生徒が対話する場を設け「働くこと」や「地域課題」

について意見を交わし、課題解決に向けたアイデアが出された。生徒の将来を見据え

た就業体験、キャリア教育活動としてリモートによる工場見学と、ものづくり体験を

地元企業の全面協力により試み実施できたことは収穫である。 

 

 

地域福祉部門                           

◆新たな組織「みやこんじょボランティアネットワーク」誕生 

本市におけるボランティア団体・個人を繋ぎあう組織として、令和３年４月２１日

に「みやこんじょボランティアネットワーク」設立総会が開催された。新たなボラン

ティア人材の確保や災害時における連携・協働をねらいとしたネットワーク組織の誕

生である。１１月には、本ネットワークを中心に宮崎県市町村ボランティア連絡協議

会県南ブロック研修会をオンラインと集合型のハイブリッドで開催し、コロナ禍を踏

まえた新たな活動や災害時のボランティア活動などのあり方など貴重な意見交換が

実施された。 

 

◆介護保険生活支援体制整備事業「３つの行動計画」まとまる 

 多様な主体による生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築するために第１層

（市圏域）協議体委員と第２層（中学校圏域）協議体並びに第２層生活支援コーディ

ネーター相互の共通理解を図り、お互いの役割を明らかにすることを目標に事業を展

開した。令和３年度は、本事業のこれからの取り組みの方向性を示す「３つの行動計

画」を策定した。 

１ 自治公民館単位でのアンケート調査を実施します 

２ 社会福祉法人等との連携に努めます 

３ 様々なボランティアの養成を図ります 

今後は、高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していけるよ

う、この３つの行動計画を第１層協議体と第２層協議体並びに第２層生活支援コーデ

ィネーターの連携を図りながら実践していくことになる。 

 

◆学校を拠点とした新たな学習支援活動の取り組み 

本市では、１５地区１６団体にて学習支援活動が展開されている。令和３年度は、

新型コロナウイルス感染拡大下での継続した学習支援の確保と地域の負担軽減、通い

の利便性等を図るために、都城市内の小学校・中学校の余裕教室を活用した学習支援

活動に新たに取り組んだ。小学校８校、中学校３校において新たな取り組みが実践さ

れ、参加した児童生徒や学校からも「来年も参加したい」「開講して良かった」などの

声が聞かれた。今後も、本事業が支援の必要な子どもたちに行き届くように地域と学
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校が連携・協働を図りながら本事業を展開していくことになる。 

 

◆コロナ禍でのボラフェス２年目「おかえり、ボラフェス。」開催 

昨年度のボラフェスは、オンラインでの動画配信のみの開催となったため、令和３

年度は、規模縮小でのミニフェス開催と動画配信の実施を目指したが、やはり、コロ

ナ感染拡大に伴い、ミニフェスを開催することは出来なかった。そのような状況でも

「おかえり、ボラフェス。～やさしさ発見！大冒険！～」をテーマに、学生たちのボ

ランティア活動紹介や民生委員児童委員活動の紹介などの動画配信に取り組んだ。さ

らに、打合せや企画段階でつながった「学校との放課後オンラインミーティング（仮

称）」は、コロナ禍でも学生たちと繋がりあえる新たなネットワークの手法として令

和４年度のボラフェスへ繋がるものとなった。 

 

 

生活支援部門                           

◆新型コロナウイルスに関連する経済的かつ生活支援の実践 

昨年度に続き、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活福祉資金の特例貸付に

対応した。その結果、本会で従来から受け止めている福祉的課題を抱えた相談者群も

増えたが、派遣労働者やアルバイト等の不安定な就労形態の世帯など、今までかろう

じて自立できていた者からの相談が飛躍的に増え、その相談援助を通じて、第２のセ

ーフティネットとして生活保護に至る前の支援を行った。 

感染流行の都度、多くの相談者を受け止め、最終的には昨年度を上回る延べ 2,017

件の申請を受け付けた。その相談援助では家計面についても丁寧に聞き取ったうえで、

貸付以外にも他窓口に同行支援したり、フードバンク支援を行うことにより、単なる

経済的支援にとどまらず、令和４年度から新規スタートする「家計改善支援」を見据

えた伴走的支援を展開することができた。 

 

◆権利擁護の支援体制の充実強化 

日常生活自立支援制度については専門員２名体制およびサテライト担当制により、

利用者の生活課題を再評価し、成年後見制度に移行するなど適切な支援を行うことに

より、利用者数の整理が進んだことで新規の相談対応ができた。また、本会広報紙や

チラシで周知を図り、新たに１６名の生活支援員登録があった。福祉後見活動も受託

件数が年々増える中で、今後の権利擁護センターの充実強化に向けて、都城市と課題

について整理共有したうえで中核機関とも連携しながら、権利擁護の取り組みを充実

強化していくことが確認できた。 

 

◆重層的支援体制構築に向けた多機関協働の展開 

重層的支援体制構築事業への移行最終年度にあたり、次のステップに向けて、地域

包括支援センター、介護支援専門員連絡会、障がい者自立支援協議会等での事業説明
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と周知を行った。その結果、他機関との連携を望む関係機関からの相談は、全体の５

割（昨年度２割）に上昇しており、特に地域包括支援センターの抱える複合的な事例

について寄せられる機会が増え、高齢者虐待における養護者支援、および８０５０世

帯支援について、重層的支援会議を見据えた多機関ケース会議を重ねることにより解

決に向かった展開ができ、高齢者領域から多機関協働につながる１つの仕組みづくり

が展開できた。 

 

 

在宅福祉部門                           

◆令和３年度介護報酬改定への取り組み 

令和３年度の介護報酬改定では、改定率はほぼ横ばいとなったものの、感染症対策

の強化や業務継続に向けた取り組みの強化、高齢者虐待防止の推進など、３年間の経

過措置後、すべてのサービスに義務化されるという要件が新たに示された。 

在宅福祉課ではこれまで１４のテーマごとに委員会を設け、研修等に取り組んでき

ており、今回の改定で示された取り組みのうち感染症対策や高齢者虐待研修について

は既に取り組みを行っていたが、指針の整備や担当者の設置など、示された要件に届

いていない部分があった。また、事業継続計画（ＢＣＰ）については、有事の際の行

動マニュアルを法人や立地の異なる事業場ごとに策定する必要があり、備蓄の考え方

や福祉施設としての地域貢献など、法人としての指針を事業場の計画に反映させる必

要があることから今後、法人のＢＣＰと一体的に検討をおこなっていきたい。 

 

◆コロナ禍における介護サービスの実施 
新型コロナウイルス感染症の影響により、要介護状態の利用者が多い通所介護事業

所では、自宅に県外からの来訪者や帰省者があった場合、利用を自粛される利用者が

多くいた。また、訪問介護事業所・訪問入浴介護事業所においても虚弱な利用者が多

い中、従事者を媒介して感染を広めない取り組みとして、独自の感染症対策ガイドラ

インを作成し、それに沿って防護服やキャップ、マスクの着用など細心の注意を払い

ながら介護サービスの提供に取り組んだ。 

今年度、周辺の様々な施設で利用者や職員の感染が報告され、事業所の一時閉鎖が

相次ぐ中、本会各事業所内の利用者や直接処遇する職員には感染者が発生することは

なく、事業を継続することができた。 

介護事業者として利用者の日常生活を守りながら、感染拡大の取り組みを行わなけ

ればならず、そのことが支出を増大させる要因となってはいるが、利用者の安心・安

全を第一に、今後も感染状況にあわせた対応を行っていく。 
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点字図書館部門                          

◆コロナ禍における視覚障がい者への情報支援の取り組みについて 

コロナ禍における事業展開も２年目となり、昨年度（令和２年度）に試みた感染対

策を考慮した図書製作法のフィードバックを行った。また、点訳・音訳ボランティア

養成講座の実施方法も、コロナ対策を施し改善点を試行錯誤しながら実施することで、

視覚障がい者への情報提供事業が停滞することのないよう対応した。結果として、図

書製作数、ボランティア養成数ともに、コロナ禍前を上回る実績をあげることができ

た。また、都城市立図書館や宮崎県立明星視覚支援学校等と緊密な連携を図り、視覚

障がい者や当事者家族の社会参加の促進およびＱＯＬの向上に成果を上げた。 

 

 

子育ち応援部門                          

◆事務局機能強化 

 事務職員をそれぞれ園の担当として配置することにより、これまで行き届かなかっ

た部分(提出書類・申請等や人事管理)がより細部まで確認でき、間違いを防ぐ事がで

きた。 

 研修はリモートに慣れてきたが、集合型のようなグループワークは、スムーズに進

まない事があり、今後の課題である。階層別に行う研修(語り合いの場)は、ほぼ計画

通り実行し、昨年度よりも現場の生の声を多く聞く事ができ、資質向上に活用できた。 

 谷頭新園舎建て替えにおいては、設計業者を選定し、定期的(月２回)に協議を行っ

ている。建設予定地は隣接する土地(有償貸与)に決定し、８月の内示に向け協議書の

作成中である。 

 おおむたこども園の入園児数減少の対策としてバス運行(事務局⇔園)を決定し、令

和４年度からスタートする。 

 

◆縄瀬保育園の展望 

 縄瀬保育園のこれからについて地域の方との協議がコロナ禍で１回のみであった。

将来デイサービス機能も想定し、サービス管理責任者の資格取得(毎年１人)を計画し

ていたが、本年度は受講できなかった。 

 園児数は、高城町方面からの入園もあり定員を満たしており、令和４年度もその見

込みである。 

 

◆多世代交流の場と子育ち・子育て支援 

 毎月のプレーパーク in 縄瀬（冒険遊び体験）と、毎週水曜の在宅親子を対象にし

た「ぽかぽかひなた」（おおむたこども園・縄瀬保育園）、「ぽかぽかひろば」（谷頭児

童館・谷頭こども園）はコロナ禍でやむなく中止する事があった。 

 昨年度、多目的利用(オレンジカフェ等)に遊戯室の改修工事をしたが、子育て支援

以外の利用で使える機会を設ける事ができなかった。 
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◆ＳＮＳ活用強化 

 ホームページやキッズリー（保護者通信）で、広報活動を強化する為にアンケート

を実施したが、日常的に見ていない世帯が予想以上に多い事が分かった。また、コロ

ナ感染症発生の際、キッズリーから全世帯への連絡がスムーズにいかず、今後の緊急

事態のためにも保護者が日常的に閲覧するような工夫が必要であると感じた。保護者

には毎日見ていただくよう働きかけを行い、園からはドキュメンテーション（園での

学びの様子を写真で示したもの）をキッズリーでも配信するようにした。 
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（２）令和３年度 実施事業（個別シート一覧） 
 

 
■社会福祉事業 

事業種類 拠点区分／サービス区分  当初予算 決算額 頁 

 １ 法人運営事業拠点区分   

法人運営 

 

01 法人事務局運営事業 27,238,000 19,600,393 30 

法人運営 02 調査・研究・企画・広報事業 7,296,000 6,284,232 33 

法人運営 03 退職積立事業 86,690,000 86,496,239 35 

法人運営 04 基金等運用事業 140,754,000 236,995,428 36 

法人運営 05 善意銀行活用事業 23,999,000 11,538,422 37 

法人運営 06 資産運用益活用事業 12,735,000 8,831,603 38 

 ２ 地域福祉活動推進事業拠点区分 

法人運営 

 

01 都城市総合社会福祉センター管理運営事業 17,214,000 17,274,979 39 

法人運営 02 山之口シルバーヤングふれあいの里管理運営事業 5,418,000 5,139,055 40 

法人運営 03 高城老人福祉館管理運営事業 1,632,000 1,578,879 41 

法人運営 04 山田総合福祉センター管理運営事業 2,594,000 2,536,874 42 

法人運営 05 高崎介護予防ふれあい交流センター管理運営事業 2,643,000 2,642,070 43 

地域福祉 06 地域福祉総合推進事業 11,250,000 11,895,070 44 

地域福祉 07 ボランティアセンター活動事業 3,378,000 2,633,821 45 

地域福祉 08 ファミリー・サポート・センター事業 9,851,000 9,780,390 46 

地域福祉 09 福祉バス運行事業 6,475,000 4,413,845 47 

地域福祉 10 生活おたすけサービス事業 4,194,000 2,657,180 49 

地域福祉 11 日常生活自立支援事業 17,281,000 9,285,024 50 

地域福祉 12 福祉後見活動事業 13,217,000 8,841,821 51 

地域福祉 13 生活自立相談センター事業 17,111,000 16,726,993 52 

地域福祉 14 生活福祉資金貸付事業 3,591,000 11,660,000 53 

地域福祉 15 生活福祉資金利子補給事業 201,000 78,114 54 

地域福祉 16 たすけあい資金貸付事業 670,000 44,640 55 

地域福祉 17 子育て応援助成事業 1,550,000 819,717 56 

地域福祉 18 歳末たすけあい助成事業 3,840,000 3,338,256 57 

地域福祉 19 緊急援護等事業 1,010,000 450,000 58 

地域福祉 20 低所得者対策事業 50,000 500 59 

地域福祉 

 

21 介護保険生活支援体制整備事業 7,612,000 6,763,573 60 

地域福祉 22 多機関協働包括的支援体制構築事業 14,998,000 14,949,510 61 

地域福祉 23 地域づくり推進事業 15,730,000 15,984,298 62 

地域福祉 24 子どもの生活・学習支援事業 11,264,000 6,800,709 63 
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地域福祉  25 みやこのじょう地域見守り応援隊 160,000 3,597 64 

 ３ 障害福祉支援事業拠点区分 

障害福祉 

 

01 障がい者ケアプラン事業 84,000 0 65 

障害福祉 02 点字図書館事業 22,452,000 22,425,736 66 

障害福祉 03 障がい者（児）基幹相談支援・虐待防止センター事業 40,061,000 33,675,783 67 

 ４ 障害福祉サービス事業拠点区分 

障害福祉 
 

01 居宅介護事業 28,812,000 33,985,460 68 

障害福祉 02 訪問入浴サービス事業 6,812,000 5,137,500 69 

 ５ 介護保険等事業拠点区分 

介護保険 

 

01 訪問介護事業 69,706,000 62,232,700 70 

介護保険 02 訪問入浴介護事業 12,672,000 10,988,597 71 

介護保険 03 居宅介護支援事業 52,853,000 46,803,590 72 

介護保険 04 通所介護事業 120,526,000 111,468,537 73 

介護保険 05 元気アップデイサービス事業 6,466,000 5,034,025 76 

介護保険 06 食の自立支援事業 6,582,000 5,934,370 79 

介護保険 07 山之口・高城地区地域包括支援センター事業 38,473,000 34,486,050 80 

介護保険 08 山田・高崎地区地域包括支援センター事業 40,456,000 35,308,960 81 

 ６ 保育園事業拠点区分 

保育園 

 

01 子育ち応援課事務局 27,700,000 25,968,947 82 

保育園 02 おおむたこども園 132,517,000 122,789,767 83 

保育園 03 谷頭こども園 156,546,000 145,350,909 84 

保育園 04 縄瀬保育園 52,914,000 58,277,524 85 

保育園 05 谷頭児童館運営事業 4,326,000 4,383,457 86 

保育園 06 谷頭児童館放課後児童クラブ運営事業 9,343,000 8,167,682 87 

 

 

■団体事務・関連事業 
事業種類 事業区分／サービス区分 事業名 当初予算 決算額 頁 

 団体事務・関連事業 

団体事務  － 都城市民生委員児童委員協議会 17,827,200 17,270,410 89 

団体事務  － 都城市社会福祉施設等連絡会事務局 768,226 384,960 90 

関連事業  － みやざき安心セーフティネット事業 30,000 859 91 

団体事務  － 都城市社会福祉普及推進校連絡会 1,667,866 1,667,859 92 

団体事務  － みやこんじょボランティアネットワーク 115,010 162,970 93 

団体事務  － みやこんじょボランティアフェスティバル２０２２  1,083,476 1,083,473 94 
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■都城市共同募金委員会事業 
事業種類 事業区分／サービス区分 事業名 当初予算 決算額 頁 

 共同募金運動・共同募金助成事業 

共同募金  － 共同募金運動・共同募金助成事業 27,000,000 18,273,271 100 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
法人運営事業 
法人事務局運営事業 

事業№ 1-01-01 

決算額 

（単位：円） 
19,600,393 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

   1,822,000 17,778,393 

事業概要 

（目的） 

法人の業務の決定 

 理 事 会：法人経営の執行機関 

 評議員会：法人の重要事項議決機関 

 評議員選任・解任委員会：評議員の選任及び解任機関 

法人運営のための事務局運営 

 法人運営を掌る各種業務 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

○理事会の開催（年５回、議案２１件を提案） 

○評議員会の開催（年２回、議案９件を提案） 

○評議員選任・解任委員会（年１回、議案１件を提案） 

○経営会議の開催（年１１回） 

○組織体制・機能の強化 

 ・新選出区分による理事会、評議員会の実施 

 ・役員、評議員研修の実施（5/18、9/10） 

○人づくりの取組み 

・人事交流事業の推進 

宮崎県社会福祉協議会派遣１名、全国社会福祉協議会派遣１名、富山県氷見市

社会福祉協議会交流３名 

 ・職員研修会の実施（共通研修・階層別研修・専門研修・特別研修・任意研修） 

・自己啓発助成（資格取得、大学通信課程入学等） 

○快適な職場環境づくり 

 ・ストレスチェックによる健康管理 

 ・職員衛生委員会設置による健康の保持増進の取り組み 

○人事考課制度構築研修・検討会議（4/15、5/20、6/17、9/16、11/19、12/16、2/24） 

・考課者研修（10/12、10/13、11/18）・試行的取り組み 

【諸会議など】 

○理事会（①6/2書面、②6/16、③9/10書面、④12/10、⑤3/9） 

○評議員会（①6/16、②3/23） 

○評議員選任・解任委員会（①6/4） 

【研修等】 

○都城市社会福祉協議会及び曽於市社会福祉協議会合同研修会（5/18） 

○社会福祉法人理事、評議員研修（9/10オンライン） 

 

事業成果 

新たな選出区分による役員、評議員のもと理事会、評議員会を実施。理事会年

5回、評議員会年 2回、理事・評議員研修 2回（5月 18日、9月 10日）。 

コロナ禍において様々な制限のもと、当初の計画通り理事会・評議員会を開催す

ることができ法人運営を行った。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
法人運営事業 
法人事務局運営事業（福祉サービス苦情解決等） 

事業№ 1-01-02 

決算額 

（単位：円） 
 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

     

事業概要 

（目的） 

「福祉サービスに関する苦情解決事業」 

目  的：協議会が行う福祉サービスに対する利用者等からの苦情に適切に対応 

     することにより、利用者の権利を擁護し、利用者が適切に福祉サービス 

     を利用できるように支援することを目的とする事業。 

事業対象：協議会の提供するすべての福祉サービス 

実施体制：苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を設置 

     第三者委員：坊野国治、髙野眞、柿木一範 

苦情受付：随時 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

苦情案件①「個人情報保護案件」 

・受付日：令和３年５月３１日 

・発生場所：高城サテライト 

・苦情内容：本会職員による第三者への個人情報の漏洩 

・対応：事実確認を行い苦情申出者に対する謝罪を行い、職員懲戒委員会を開催し 

当該職員に文書による指導注意（厳重注意）を行うとともに、解決金を支 

払うことで合意し解決した。 

 

苦情案件②「公用車による交通マナーへの苦情並びに職員への指導を求めるもの」 

・受付日：令和４年１月３１日 

・発生場所：高城町穂満坊 

・苦情内容：十分な車間距離が保たれておらず威圧感、恐怖感を感じた 

・対応：当該職員（志和池センター）に事実確認のうえ、苦情申出者に口頭謝罪。

当該職員への注意及び交通ルール遵守と正しい交通マナーの実践を指導。 

 

【諸会議など】 

 

 

【その他】 

 

 

事業成果 

苦情相談としては 2 件受理。苦情が発生した原因を確認し、苦情申出者に対す

る謝罪を行い、それぞれの苦情に対し、書面による指導注意、口頭注意並びに指導

教育を行うとともに、全ての職員を対象にコンプライアンス研修を実施し法令順

守の徹底をはかった。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
法人運営事業  
法人事務部局運営事業（会員会費等） 

事業№ 1-01-03 

決算額 

（単位：円） 
762,500 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    762,500 

事業概要 

（目的） 

本協議会の目的に賛同し、地域福祉のさらなる充実・発展に向けた会員の募集に

関するもの 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・特別会員、法人会員への訪問活動（企業、法人等への社会福祉協議会の周知）、

社協職員による募集活動 

 

○会費の種類 

・一般会員 ⇒    500円 

・賛助会員 ⇒  1,000円 

・特別会員 ⇒  5,000円 

・法人会員 ⇒ 10,000円 

（金額は、一口の年額） 

 

○実績（金額・会員数） 

・一般会員 ⇒  73,500円（１４７名） 

・賛助会員 ⇒ 139,000円（１３９名） 

・特別会員 ⇒  40,000円  （８名） 

・法人会員 ⇒ 510,000円 （５１名） 

      計 762,500円（３４５名）（令和２年度 768,500 円、２９４名） 

 

 

【諸会議など】 

 

 

【その他】 

 

 

 

事業成果 

地域福祉を推進する社会福祉協議会のサポーターとして会員会費の募集を行

い、会費額としての増減はなかった（会員数 294名：762,500 円）。 

今後、会員会費の在り方や会員としてのメリットなど広報啓発活動などを通じ

実施していく必要があるなど課題もあり見直しを進めていく必要がある。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（共募） 

事 業 名 
法人運営事業 
調査・研究・企画・広報事業①（広報） 

事業№ 1-02-01 

決算額 

（単位：円） 
6,284,232 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    6,284,232 

事業概要 

（目的） 

○社協広報紙「ごー！ごー！！ちいき」の発行 

○イメージキャラクター「幸子」による啓発活動 

○ＳＮＳ等による情報提供及び更新 

○広報の企画及び実施 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

○広報紙の発行 

１か月ごと（年 12回）に 49,000部発行し、市内の各戸に配布 

「ごー！ごー！！ちいき N0.96 号～N0.107号発行」（毎月 15日） 

100号の節目には、市民参加型企画としてさまざまな組み合わせの 100歳紹介を 

行った 

 

○イメージキャラクター「幸子」による啓発活動 

 ・社協主催イベントへの出演、各団体の出演依頼への対応 

 ・赤い羽根共同募金資材、研修資料、広報紙等へのイラスト掲載 

 

○ＳＮＳ等による情報提供及び更新 

 ・ホームページの更新（年間 178回） 

  内訳（代表 42回、ボランティアセンター21回、子育ち応援課事務局 115回） 

 ・Facebookの更新（年間 46回）、ボランティアセンター、点字図書館の FaceBook

除く 

 ・ＬＩＮＥ配信（年間 5回） 

 

○「幸子ＬＩＮＥスタンプ」販売 

 ・販売価格及び販売数 40スタンプ 1セットで 120円、320 セット販売 

 ・収益 13,637円（１スタンプの還元利益は 42円または 31 円） 

 ・収益使途 「子ども食堂や福祉教育に活用するため」 

 

【その他】 

○「社会福祉法人都城市社会福祉協議会ソーシャルメディアに関するガイドライ

ン」の策定（令和元年１２月１１日から適用） 

事業成果 

市民の地域福祉活動へのさらなる理解と周知を目的に毎月紙面による広報を行

った。コンテンツやレイアウト等の見直しを進め紙面の充実をはかった。また、SNS

を活用した情報発信にも力を入れみやこんじょボランティアフェスティバルでは

YouTubeによる動画配信を実施した。紙面年 12回、フェイスブックの更新年 46回、

LINE年 5回。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
法人運営事業  
 調査・研究・企画・広報事業②（表彰） 

事業№ 1-02-02 

決算額 

（単位：円） 
112,981 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    112,981 

事業概要 

（目的） 

○県社会福祉大会への参加 

○市社会福祉功労者等表彰式の開催 

（例年都城市と共同開催だが、令和３年度は本会単独開催） 

○みやざき社会貢献活動表彰式への参加 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

○宮崎県社会福祉大会（令和３年１０月２６日） 

・参加者 １５名（内被表彰者 １３名） 

・場 所 宮崎観光ホテル 

・被表彰者 

県知事表彰         ５名 

 県共同募金会長表彰・感謝  ４団体 

 

○都城市社会福祉功労者等表彰式（令和３年１０月１日） 

 都城市社会福祉協議会長表彰・感謝 

・被表彰者 ２１名 ９団体 

・場 所  都城市総合社会福祉センター 

 都城市共同募金委員会長表彰・感謝 

・被表彰者  １名 ３団体 

・場 所  都城市総合社会福祉センター 

 

○みやざき社会貢献活動表彰式（令和４年３月１８日） 

・被表彰者 ２団体 

・場 所  宮崎県庁本館 

 

【諸会議など】 

○県社会福祉大会、市社会福祉功労者等表彰式に関する都城市福祉課との打合せ 

 

 

【その他】 

 

 

事業成果 

これまで都城市と共同開催してきた表彰式については、令和 2年度同様コロナ

禍による感染拡大防止の観点から単独開催とした。 

活動実績年数や被表彰者（団体）の要件などの問い合わせもあり、表彰にかかる

推薦要件を広く発信する必要がある。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
法人運営事業 
退職積立事業 

事業№ 1-03 

決算額 

（単位：円） 
86,496,239 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    86,496,239 

事業概要 

（目的） 

・全国社会福祉団体職員退職手当共済制度、宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共

済制度に加入（正職員・常勤嘱託職員）。但し、保育園の正職員・常勤嘱託職員

は独立行政法人福祉医療機構（ＷＡＭ）、宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共

済制度に、保育園の委託職員・臨時職員は、独立行政法人福祉医療機構（ＷＡＭ）

への加入（事業所として加入）。 

・その他、自主財源分の退職手当積立金の管理。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・退職基金の一括管理（掛金および退職金） 

 

 

 

 

 

【諸会議など】 

 

 

 

 

 

【その他】 

 

 

 

 

 

事業成果 

これまで所属する課において、加入する退職金制度（事務局関係：全社共済退

職金制度、子育ち応援課：ＷＡＭ）と加入する職員枠に違いがあったためこれを

統一した。これにより令和 4年度からは正職員・常勤嘱託職員全て全社共済退職

金制度に加入することになった。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
法人運営事業 
基金等運用事業 

事業№ 1-04 

決算額 

（単位：円） 
236,995,428 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    236,995,428 

事業概要 

（目的） 

・資金運用規程に基づく効果的管理と運用 

・運用益の有効活用と醸成 

① ボランティア・災害救援活動基金運用事業 167,312,743 円 

② 子ども・子育て応援基金運用事業 14,846,903円 

③ 地域福祉積立預金運用事業 249,314,726円 

④ 事業安定化積立預金運用事業 101,516,261円 

⑤ その他（施設整備等積立金）260,018,071円 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

令和３年度末での基金等運用状況は以下のとおり 

（基金の下段数字は「原資額」・「積み立て額」・「取り崩し額」） 

① ボランティア・災害救援活動基金運用事業 

167,312,743 円・13,233円・1,307,193円 

② 子ども・子育て応援基金運用事業 

14,846,903 円・9,666円・819,717円 

③ 地域福祉積立預金運用事業 

249,314,726 円・7,690,617円・20,052,467円 

④ 事業安定化積立預金運用事業 

101,516,261 円・30,616,565円・74,490,099円 

⑤ 保育所人件費積立金 

200,917,825 円・0円・0円 

⑥ 保育所施設・設備整備積立金 

400,510,659 円・10,476,329円・0円 

⑦ 施設整備等積立金 

260,018,071 円・0円・0円 

【諸会議など】 

 

 

【その他】 

 

事業成果 

規程・要綱に基づき安全かつ確実な運用を行い、積立預金等は資金運用の原資

として活用し、運用益を得た。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
法人運営事業 
善意銀行活用事業(事務局・サテライト) 

事業№ 1-05 

決算額 

（単位：円） 
11,538,422 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    11,538,422 

事業概要 

（目的） 

・善意銀行（善意寄附・忌明け寄附・物品寄付）の受入 

・紙オムツ（高齢者・障がい児用）の支給 

・車椅子の貸出（短期） 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・事 務 局：紙おむつの支給、車椅子の貸出 

・山之口サテライト：福祉基金への積み立て、たすけあい資金の原資 

・高 城サテライト：紙おむつ（高齢者・障がい児用）の支給、車椅子の貸出 

・山 田サテライト：紙おむつの支給、車椅子の貸出 

・高 崎サテライト：紙おむつの支給、地域福祉事業への還元等 

 

 

【収 入】・善意寄付 １０６件（２,２４８,４２２円） 

           うち物品（お米：１８件 ７３７Kｇ） 

               （もち米：１件 １俵） 

               （食料品多数・生活用品・レスキューフーズ 

・衣類・雑貨・マスク多数） 

 

     ・忌明寄付 ２９８件 （９,２９０,０００円） 

 

【支 出】・紙おむつ給付事業 

【繰 出】・地区社会福祉協議会への助成金、基金への繰出 

 

 

【紙おむつの支給と車椅子の貸出】 

・紙おむつ・・・・６,１９２パック提供 

・車椅子・・・・・延べ１０２台貸出 

 

 

事業成果 

善意寄付を財源とする紙おむつ支給（2カ月に 1回）の取り組みは利用件数も多

く好評だが、支給する種類は限定されており、個別ニーズ（パンツタイプ等）の対

応までには至っていない。コスト面も含め今後善意寄付を最大限地域へ還元でき

る新たなサービスの創出も検討課題である。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
法人運営事業 
資産運用益活用事業 

事業№ 1-06 

決算額 

（単位：円） 
8,831,603 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    8,831,603 

事業概要 

（目的） 

法人の保有する現金預金の一括管理と国債等の有価証券の保管運用によって、

自主財源の確保を行い、その運用益を有効活用する。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

①人材育成事業 

・人材派遣：全国社会福祉協議会地域福祉部への研修生派遣（貴島 健太） 

宮崎県社会福祉協議会地域・ボランティア課派遣（及川 達也） 

・自己啓発研修助成制度（資格取得及び就学支援）の実施 

・メンターメンティー制度の実施 

・求人情報サイト「マイナビ」への情報掲載 

・職員研修の充実（新入職員研修の実施等） 

②働きやすい環境づくり 

・インフルエンザ予防接種の実施 

・人間ドッグ、付加健診への助成 

・センター２階各部屋のＬＥＤ化 

 

 

【資金運用状況】 

① 定期預金 ２億２千６０５万８千８９９円 

・１年定期  都城農協  １億（0.07％→0.012%） 

・５年定期  宮崎第一信金２億２千４５０万１千１３４円（0.1％） 

② 公債・社債等債権保有額 額面８億円 

③ 運用益 １千２４４万４０３円 （累計 ５千１４９万５千８８５円） 

（令和４年３月３１日現在） 

 

事業成果 

令和３年度の運用益は、12,442,876 円と安定した運用実績となった。運用益を

活用したものとして、人材育成事業（全社協・県社協への職員派遣、自己啓発研修

助成（令和元年～令和 3年度新規採用職員 10名中 5名に助成）職員採用試験にか

かる広報活動）並びにセンター２階の LED化などを行った。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
都城市総合社会福祉センター管理運営事業 

事業№ 2-01 

決算額 

（単位：円） 
17,274,979 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

   16,553,803 721,176 

事業概要 

（目的） 

・総合社会福祉センターの貸館業務 

・心配ごと相談をはじめ、ボランティア、福祉に関することの相談窓口 

・台風、風水害等の避難場所 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・障がい者団体、高齢者サークル、民生委員児童委員、ボランティア、その他の 

 福祉関係団体等の研修会実施のための貸館業務 

・心配ごと相談をはじめ、ボランティア、福祉に関することの相談窓口 

・台風等の避難所への対応 

 

【実績】 
① 利用料金 

・有料                ４３件      ４,５１人 
・免除               ８３３件   １１,４４３人 

② 利用件数及び利用人数 
・利用件数合計           ８７６件 
・利用人員合計         １１,８９４人 
  (内 訳) 
  ａ ボランティア団体       ７５件    １,３５３人 
  ｂ 障がい者団体        ２２８件    ２,２５１人 
  ｃ 高齢者サークル        ７３件    １,１４９人 
  ｄ その他            ７９件    １,２６２人 
  ｅ 社会福祉協議会事業     ４２１件    ５,８７９人 
    （ 合 計 ）       ８７６件   １１,８９４人 

③ 部屋別利用状況 
 

「２階」 ・研修室１・２         ４４８件        ６,０４２人 
     ・点字図書館閲覧室       １１４件        ２,３７２人 
      （ 合 計 ）              ５６２件        ８,４１４人 
「３階」  

・和室            ２４４件    ２,２７２人 
     ・大集会室           ７２件    １,２０８人 
      （ 合 計 ）              ３１６件    ３,４８０人 

 

 

事業成果 

コロナ禍においてもボランティア団体をはじめ各種サークル活動などで年間延

23,788名の方に利用いただいた。施設の在り方については、総合社会福祉センタ

ーに関する意見交換会を行政（部長 2名）、前会長、監事、会長、理事を交え実

施し共有をはかった。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 

山之口シルバーヤングふれあいの里管理運営事業 
事業№ 2-02 

決算額 

（単位：円） 
5,139,055 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

  5,041,764  97,291 

事業概要 

（目的） 

・指定管理者制度による山之口高齢者生活福祉センター外３施設の管理運営事業

（指定管理期間 令和２年度～令和８年度） 

・地域福祉活動の拠点施設（会議室、図書室、多目的ホール、ふれあいホールの貸

出及び弓道・四半的道場・屋内ゲートボール場の貸出）の管理運営及び敷地内樹

木等の維持管理 

・高齢者生活福祉センターの施設管理運営 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

施設の管理及び貸出 

・会議室：山之口地区民児協企画会、定例会、高齢者クラブ定例会議、ボランティ

ア連協定例会並びに地区社会福祉協議会の総会、理事会、役員会等 

・ふれあいホール：保育園発表会等 

・多目的ホール：ピアノ練習、保育園発表会、武将弥五郎太鼓団体、成人式 

・相談室：緊急小口資金貸付相談等（生活福祉資金緊急コロナ対策貸付） 

・図書室：土曜日、日曜日、年末年始以外は、解放（小中学校の生徒が利用） 

・高齢者生活福祉センター（通所介護事業）月～土曜日 8：15～17：00 

【諸会議など】 

山之口地区民児協及び地区社協、高齢者クラブ連協等が定期的に会議を開催し

当該施設を拠点に山之口地区における地域福祉に向けた取り組みを協議 

・山之口地区いきいきサロン全体研修 

・生活援助員研修（調理実習） 

【その他】 

・施設使用料は、一般財源収入として計上 

・施設内外の清掃及び樹木剪定草刈作業の実施、設備の維持補修等の実施 

・行政によるモニタリング 年２回実施  

 

事業成果 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う緊急事態宣言等で複数回にわたり公共施

設休館が実施されたが、昨年度実施されなかった成人式や夏休みこども教室が実施さ

れたことで、昨年度より 10％程度利用者は増加した。（R2：6,799 人⇒R3：7,647人）

※令和元年度以前の数値には未到達 

経年劣化による修繕箇所が多く、利用者に不便がないよう行政と連携の上改善

の推進に努めた。（雨漏り、排水トラップ、自動ドア等修繕） 

利用者確保のためにリーフレット（仮）を作成し、各種団体や地域住民へ分かり

やすく周知した。（正式版は R4配布予定）。 

施設利用に関するアンケート調査を実施したが、有効回答数が少なく分析には 

至らなかった。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
高城老人福祉館管理運営事業 

事業№ 2-03 

決算額 

（単位：円） 
1,578,879 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

  1,578,879   

事業概要 

（目的） 

・高城老人福祉館運営事業（指定管理期間 令和２年度～令和８年度） 

・高城地区内の高齢者団体、福祉団体等の会合、高城地区社会福祉協議会事務局、 

市社会福祉協議会高城サテライト事務所機能 

・利用料は無料 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・高城老人福祉館の維持管理及び貸館業務 

・行政と協議し駐車区画の白線施工 

・車いすの貸出 

・個別相談対応 (生活福祉資金特例貸付等) 

【貸館利用実績】 

・会議室１     ５６人 

 会議室２    ３５０人 

 大集会室    ３９７人 

 和室        ５人 

 相談室       ０人 

調理室       ５人 

地区社協事務局 ６９９人 

 合計    １，５１２人 (参考…令和２年度１，６６７人) 

【諸会議など】 

・高城地区社会福祉協議会 相談窓口開設・役員会 

・高齢者クラブ定例会・役員会 

・高城地区民児協役員会 

・障がい者サロン 

【その他】 

・消防訓練年２回、行政によるモニタリング 年１回 

事業成果 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う緊急事態宣言等で複数回にわたり公

共施設休館が実施されたうえに、高齢者を対象に開設された集いの場である老人

福祉館は利用団体の高齢化に伴い、昨年度より 9％程度利用者は減少した。（R2：

1,667人⇒R3：1,512人） 

経年劣化による修繕箇所が多く、利用者に不便がないよう行政と連携の上改善

の推進に努めた。（エアコン入替、駐車場白線引き等） 

利用者確保のためにリーフレット（仮）を作成し、各種団体や地域住民へ分か

りやすく周知した。（正式版は R4配布予定） 

施設利用に関するアンケート調査を予定していたが、利用者の減少もありタイ

ミング悪く実施できなかった。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
山田総合福祉センター管理運営事業 

事業№ 2-04 

決算額 

（単位：円） 
2,536,874 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

  2,253,243  283,631 

事業概要 

（目的） 

・山田総合福祉センター「けねじゅ苑」管理運営事業（期間／令和元年度から令和

７年度）指定管理者として福祉団体やグループの会合、各種相談事業や地域福祉

の拠点として提供。台風、風水害時の避難所開設 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・管理運営 

 福祉センターの光熱水費管理、各種修繕、各種リース、警備委託、浄化槽点検 

 防火管理 他 

・福祉センター貸館業務（主な利用団体） 

 社協関係、地区社協、行政関係、民児協、ボランティアグループ、障がい者サロ

ン、その他福祉団体 

・避難所開設 開設日なし 

 大会議室Ａ          １２件      １２５名 

 大会議室Ｂ           ９件      １０２名 

 大会議室ＡＢ         ４９件    １，３７２名 

 中会議室          ３６件           ２９０名 

 小会議室         ２０件        ５５名 

 調理実習室        ５１件      １４７名 

 ボランティア活動室   １２９件      ５１７名 

  年間利用件数／人数   ３０６件    ２，６０８名（前年比３８５人増） 

【諸会議など】 

・地区社協役員会、民児協役員会及び定例会、個別ケア会議、各ミーティング 

【その他】 

・地区社協事業研修（芸術・地域福祉作品展、ボランティア養成他） 

・職員研修、行政によるモニタリング年２回実施 

事業成果 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う緊急事態宣言等で複数回にわたり公

共施設休館が実施されたが、昨年度実施されなかった衆議院選挙等が実施されたこ

とで、昨年度より 15％程度利用者は増加した。（R2：2,223人⇒R3： 2,608人） 

※令和元年度以前の数値には未到達 

経年劣化による修繕箇所が多く、利用者に不便がないよう行政と連携の上改善

の推進に努めた。（エアコン室外機、外トイレ漏水、雑木伐採、止水栓取替工事、

浄化槽ブロアー交換等） 

利用者確保のためにリーフレット（仮）を作成し、各種団体や地域住民へ分か

りやすく周知した。（正式版は R4配布予定） 

施設利用に関するアンケート調査を実施したが、改善点の指摘はなくほとんどお

礼や感謝のことばが記入されていた。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
高崎介護予防ふれあい交流センター管理運営事業 

事業№ 2-05 

決算額 

（単位：円） 
2,642,070 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

  2,642,070   

事業概要 

（目的） 

・指定管理制度による高崎介護予防ふれあい交流センター「さわやか館」の管理運

営事業 

（期間／令和２年度～令和８年度） 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・高崎介護予防ふれあい交流センター「さわやか館」の維持管理 

・施設の安全管理 

・施設利用許可、取り消し（いきいきサロン、会議、講座等） 

・施設備品の利用許可、取り消し 

（ヘルストロン利用、健康マッサージ機利用、フットマッサージャー利用、血圧測

定器利用） 

・レクリエーション用品の貸出 

（ミニボウリング、だるま落とし、ナンバーストライク） 

・「さわやかサロン」の設置（毎週水、金曜日） 

コーヒー、お茶等高齢者による運営 

・総合相談室開設 ふれあい相談（毎週水曜日） 

・消防訓練の実施（年２回） 

・来館者にさわやか館利用に関するアンケートの実施（随時） 

・施設内容の周知を図るためパンフレットを作成し、来館者に配布 

【諸会議など】 

・高齢者クラブ、ボランティア連協他各種団体会議 

【その他】 

・行政による年２回のモニタリング 

事業成果 

利用者確保のためにリーフレット（仮）を作成し、各種団体や地域住民へ分か

りやすく周知した。（正式版は R4配布予定） 

利用者に不便がないよう行政と連携の上改善の推進に努めた。（使用量増加に

伴う漏電等調査） 

新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う緊急事態宣言等で複数回にわたり公

共施設休館が実施されたが、自主事業である「さわやかサロン」の参加者増で、昨

年度より 21％程度利用者は増加した。（R2：1,082 人⇒R3：1,312 人）※令和元年

度以前の数値には未到達 

施設利用に関するアンケート調査を実施したが、改善点の指摘はなくほとんど

お礼や感謝のことばが記入されていた。要望として健康体操などの導入などが挙

げられていた（コロナ禍前は実施） 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
地域福祉総合推進事業 

事業№ 2-06 

決算額 

（単位：円） 
11,895,070 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

3,895,070 
   8,000,000 

事業概要 

（目的） 

・地区社会福祉協議会活動支援（１５地区） 

・都城市地域福祉推進大会の開催 

事業内容 

【実施した事業内容】 

１、地区社会福祉協議会活動支援 

①地区社協運営支援（企画・運営・連絡調整等） 

②地区社協活動支援（地区社協事業：福祉なんでも相談窓口開設、ふれあいいき

いきサロン活動支援、地域福祉研修会等の実施、地域生活支援会議の実施、在

宅介護者支援活動、子育て支援活動、学習支援事業の実施、生活支援サービス

の推進、福祉人材・ボランティア人材の発掘・育成など） 

③第４次地域福祉活動計画の実践 

２、地域福祉推進大会の開催（中止） 

【研修会】 

①生活おたすけサービス生活援助員全体研修（12/16、12/20、12/23） 

②生活支援コーディネーター情報交換会（7/29、11/2、11/4、11/9、11/12） 

③いきいきサロンボランティア研修（11/8、11/12、11/15） 

【諸会議など】 

①市地区社会福祉協議会連絡協議会総会（書面） 

②市地区社会福祉協議会連絡協議会三役会（5/13、3/7） 

③市地区社会福祉協議会連絡協議会理事会（5/21、3/24） 

④１５地区社協事務局長会議（6/24、1/27、3/3） 

 

【その他】 

①市連協通信「さちこだより」発行 

隔月１日発行（5/1～第 6号～第 11号） 

 

 

事業成果 

15地区社協社会福祉協議会機能強化として、第 4次地域福祉活動計画周知の

ための自治公民館における地域福祉座談会の実施を予定していたが、新型コロ

ナウイルス感染症拡大防止のために地域で集まることができず、実施に至らな

かった。しかし、地域課題や地域の活動に取り組む必要性はあり、地区ごとに

工夫しできる範囲での活動を行い地区担当者が支援してきた。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
ボランティアセンター活動事業 

事業№ 2-07 

決算額 

（単位：円） 
2,633,821 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

 1,222,000   1,411,821 

事業概要 

（目的） 

地域住民のボランティアに関する理解と関心を高め、ボランティア活動の育成支

援を行い、地域福祉の増進をはかることを目的に設置。福祉の課題解決に向けて支

え合える地域社会を創造するために、ボランティア活動に関する調査、研究、啓発

及び情報の収集、提供、学習及び研修、育成、支援を行う。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・ボランティア活動の需給調整（個人、団体、企業、施設など）、活動支援 

・ボランティアニーズ調査、相談、斡旋（ボランティア依頼、保険など） 

・ボランティア情報等の収集・発信（ボラセンＨＰ等） 

・ＶＯ活動保険/173件、行事用保険/71件、来所相談/264件、電話相談/919件、助

成金相談/22件 

【諸会議など】 

・都城市ボランティアセンター運営委員会（7/26 ｵﾝﾗｲﾝ、11/25集合、3/11 ｵﾝﾗｲﾝ） 

・令和３年度社協活動全国会議（3/14 ｵﾝﾗｲﾝ） 

・福祉教育実践報告会（3/8） 

・令和３年度全国福祉教育推進員研修（9/6 ｵﾝﾗｲﾝ） 

・令和３年度災害支援リーダー育成事業（7/28､11/17、2/7集合） 

・令和３年度地域における福祉教育推進研修会（8/12集合） 

【その他】 

・認知症サポート体制整備推進会議（7/21、3/16 ｵﾝﾗｲﾝ） 

・都城市スポーツ習慣化促進モデル事業（7/20、8/24、10/15 ｵﾝﾗｲﾝ） 

・日本福祉教育ＶＯ学習学会（11/26、11/27 ｵﾝﾗｲﾝ） 

・災害ＶＣ設置運営に関する協定調印式（2/21集合） 

・令和３年度防災士養成研修（12/1、2/17集合） 

・災害協定締結式三者打合せ（12/22、2/8集合） 

・ボランティア全国フォーラム（10/30 ｵﾝﾗｲﾝ） 

・小さな親切運動（車椅子体験）（10/18） 

・令和３年度県・県社協・ＮＰＯ防災会議（8/6集合） 

・災害支援Ｐ会議第５回災害時の連携を考える全国フォーラム（5/27 ｵﾝﾗｲﾝ） 

・未来の豊かな“つながり”のための全国アクション（6/30 ｵﾝﾗｲﾝ） 

事業成果 

ボランティア人材の新たな発掘については、高校生とのオンラインミーティン

グを初めて開催し、若い世代の人材発掘に向けて次年度の活動につなげることが

できた。 

企業等の地域貢献活動に関しても 10社からのフードバンクへの寄付として多く

の食材をいただき、活用は困窮者への配布を中心に配布することができたが、企

業等とも重要な社会資源として今後も積極的に連携していきたい。 

新たに 985名（目標 400名）がボランティア保険加入⇒18,976名へ 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
ファミリー・サポート・センター 事業№ 2-08 

決算額 

（単位：円） 
9,780,390 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

  9,630,390 150,000  

事業概要 

（目的） 

地域において、育児などの援助を受けたい方（利用会員）と援助を行いたい方（援

助会員）からなる会員組織で、会則に基づく相互援助活動を実施する。 

双方会員の研修と登録、援助活動の連絡調整、会員情報データ管理、情報の提供・

活動の周知、交流会・フォローアップ研修の企画と開催 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

① 双方（利用・援助）会員の募集及び登録事務、並びに会員情報データ管理 

② 援助活動の調整／顔合わせ及び援助活動依頼に伴う援助会員の連絡調整 

③ 前年度前期援助会員養成講座延期した回を実施（１科目 3.5時間）／１２月 

④ 援助会員養成講座（全６回 24.0時間）の開催／６月 

⑤ 情報紙『リンク・リング』の発行／１１月・３月 

⑥ 援助会員継続確認、報酬補填額の計上 

 

 

【諸会議など】 

① 定期協議：保育課との定期協議／月１回の開催 

② 全国アドバイザー講習会／１０月 

③ 宮崎県ファミリー・サポート・センター担当者研修会／１１月・２月 

④ 病児・病後児援助活動運営会議／１１月・３月 

【研修等】 

① 援助会員養成講座／新規登録者数１３名  

② 「子育て応援ミニフェスタ」／中止 

③ フォローアップ研修（交通安全教室）／１０月 

 

 

【その他】 

① 都城医療センター附属看護学校小児看護学生実習受入／計６回（２９名） 

② 表彰（都城市社会福祉協議会会長表彰ボランティア活動功労部門）該当者なし 

 

 

事業成果 

フォローアップ研修として、送迎に携わる援助会員を対象とした交通安全教室を

実施し、各自の運転の特徴の理解と安全運転の徹底に取り組んだ。 

実働者数 95名（目標 100名） 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
福祉バス運行事業（事務局） 

事業№ 2-09-01 

決算額 

（単位：円） 
4,413,845 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

   4,413,845  

事業概要 

（目的） 

昭和５４年身体障害者福祉バスが導入され、市の補助事業として社協で福祉バス

を運行している。バス（定員２８人）は、地域における社会活動参加を促進するた

め、福祉団体が次の事業を行う場合に限り利用することができる。 

(１)各種講習会及び研修会 

(２)スポーツ及びレクリエーション 

(３)福祉の増進を図るための事業 

(４)社会福祉協議会が行う事業 

(５)その他社会福祉協議会総務課長が必要と認めた事項 

 

 

 

事業内容 

 

【運行実績：事務局】 

月 回 利 用 団 体 利用人員 走行距離 消費燃料 

4月 1 都城市社会福祉協議会 1名 10㎞ 0ℓ 

5月 0 なし 0名 0㎞ 0ℓ 

6月 0 なし 0名 0㎞ 0ℓ 

7月 2 都城きりしま支援学校他１件 12名 28㎞ 32ℓ 

8月 0 なし 0名 0㎞ 0ℓ 

9月 1 都城きりしま支援学校 15名 16㎞ 0ℓ 

10

月 

6 都城市高齢者クラブ連合会他 5 件 42名 320㎞ 87ℓ 

11

月 

6 祝吉地区社会福祉協議会他 5件 95名 428㎞ 101ℓ 

12

月 

1 都城市高齢者クラブ連合会 21名 111㎞ 0ℓ 

1月 2 都城市社会福祉協議会他 1 件 2名 12㎞ 0ℓ 

2月 0 なし 0名 0㎞ 0ℓ 

3月 0 なし 0名 0㎞ 0ℓ 

計 19  188名 925㎞ 220ℓ 

事業成果 

新型コロナウイルス感染症が拡大するなか、福祉バス運行は最低限の運行にと

どまった。年間稼働日数 19日、年間乗車人数 188名、年間走行距離 925km 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
福祉バス運行事業（山田） 

事業№ 2-09-02 

決算額 

（単位：円） 
（前掲） 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

     

事業概要 

（目的） 

昭和５４年身体障害者福祉バスが導入され、市の補助事業として社協で福祉バス

を運行している。バス（定員２８人）は、地域における社会活動参加を促進するた

め、福祉団体が次の事業を行う場合に限り利用することができる。 

(１)各種講習会及び研修会 

(２)スポーツ及びレクリエーション 

(３)福祉の増進を図るための事業 

(４)社会福祉協議会が行う事業 

(５)その他社会福祉協議会総務課長が必要と認めた事項 

 

 

事業内容 

 

【運行実績：山田】 

月 回 利 用 団 体 利用人員 走行距離 消費燃料 

4月 2 都城市社会福祉協議会他 1 件 2名 23㎞ 17ℓ 

5月 0 なし 0名 0㎞ 0ℓ 

6月 1 山之口町ボランティア連絡協議会 22名 43㎞ 0ℓ 

7月 2 きりしま支援学校他 1 件 12名 56㎞ 32ℓ 

8月 0 なし 0名 0㎞ 0ℓ 

9月 0 なし 0名 0㎞ 0ℓ 

10

月 

2 都城市社会福祉協議会他 1 件 15名 92㎞ 30ℓ 

11

月 

5 山田地区社会福祉協議会他 4件 90名 509㎞ 110ℓ 

12

月 

4 姫城地区社会福祉協議会他 3件 58名 418㎞ 79ℓ 

1月 2 都城市社会福祉協議会 2名 30㎞ 0ℓ 

2月 0 なし 0名 0㎞ 0ℓ 

3月 0 なし 0名 0㎞ 0ℓ 

計 18  201名 1171㎞ 268ℓ 

事業成果 

事務局同様、新型コロナウイルス感染症拡大のため稼働日数は必要最小限のも

のとなった。年間稼働日数 18日、年間乗車人数 201目名、年間走行距離 1171km 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 

 生活おたすけサービス事業 
事業№ 2-10 

決算額 

（単位：円） 
2,657,180 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

  2,108,800  548,380 

事業概要 

（目的） 

在宅高齢者に対し、日常生活上の軽易な援助（食事の支度、衣類の洗濯、住居内

の掃除等）を行う生活援助員を派遣する生活おたすけサービス事業を実施すること

により、在宅高齢者の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への

進行を防止することを目的とする。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・利用者との契約 

・利用者や援助員等の需給調整 

・登録援助員の資質向上のための研修 

・新規生活援助員養成講座 

 

【諸会議など】 

・サービス調整会議の実施 
・生活援助員の定例会（地区ごと） 

・介護保険課及び関係機関等との協議 

 

【研修等】 

１.令和３年度生活援助員全体研修会（計７７名参加） 
報告「生活おたすけサービスの現状とこれから」 
講座「認知症についての理解とコミュニケーションのポイント」 

①五十市会場（12/16）、姫城会場（12/20）、高城会場（12/23） 
２.生活援助員養成講座／２回開催（登録者数１４名） 
   都城市全域１回、中郷地区１回 
３.生活援助員のつどい 

   各地区にて計８回実施 

【実績等】 
・年間延べ利用者数    ５１８名（内、新規利用件数/１３件） 
・年間延べ派遣回数   ２２３０回 
・年間延べ派遣時間数 ２６３６時間 

・生活援助員登録者数   １７３名（令和４年３月３１日現在） 

 

 

事業成果 

新規利用者については 13件であり、月平均 3件には至らなかった。また、援助

員の確保については、養成講座を通して計 14名に登録いただいた。援助員稼働率

について、登録いただいている 173名のうち 64名の援助員に活動いただき、稼働

率 30％を達成することができた。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
日常生活自立支援事業 

事業№ 2-11 

決算額 

（単位：円） 
9,285,024 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

5,094,470    4,190,554 

事業概要 

（目的） 

認知症高齢者、知的障がい者、精神障がい者などで、判断能力が不十分な方に、

福祉サービス利用のための一連の援助や、日常的な金銭管理、書類の預かりなどを

行い、地域で安心した生活が継続できることを目的に実施。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・利用に伴う相談援助 

・福祉サービス利用援助（苦情解決相談を含む） 

・日常的な金銭管理サービス 

・書類等預かりサービス 

 

【諸会議など】 

① 契約締結判定会（新規契約・解約判定会）新規契約１回・解約７回  

② 都城圏域就労支援担当者会議への出席        ４回 

③ 居住サポート事業関係機関連絡会議への出席     １回 

④ 個別ケースの支援会議への出席         ２８回 

⑤ 日常生活自立支援事業専門員業務会議（5月 21日：県社協主催） 

 

【研修等】 

① 日常生活自立支援事業専門員実践力強化研修会（9月 27日:全社協主催） 

② 日常生活自立支援事業専門員実践力アップ研修会（11月 17日：県社協主催） 

③ 専門員・生活支援員合同研修会への参加（12月 21日：県社協主催） 

④ 生活支援員養成講座（９回実施１６名新規登録） 

※①③はオンライン研修 

 

【その他】 

① 宮崎県社会福祉協議会による総点検の実施（オンライン調査）（10月 21日） 

 

事業成果 

2名の専門員で役割を分担した結果、41件のモニタリングを実施することがで

き、内 3名の支援計画の見直しを行った。また、保管物件の定期点検を年 7回実

施し、事業の透明性を高めることができた。新規契約者は 2件に留まったが、判

断能力の低下に伴い、成年後見制度への移行支援を 4件、生活保護受給者に対す

るケースワーカーとの役割の見直しを行うなかで解約が 5件と実情に応じた整理

に繋がった。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
福祉後見活動事業 

事業№ 2-12 

決算額 

（単位：円） 
8,841,821 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    8,841,821 

事業概要 

（目的） 

地域福祉の推進に寄与する観点から、認知症高齢者及び知的障がい者、精神障が

い者などの事理弁識能力が十分でない人に対し、権利擁護をはかるために必要な支

援を展開することを目的としている。法人後見は、成年後見制度の利用を必要とす

る方々の身上監護、財産管理などを行う。都城みらいあんしん支援事業は、将来に

向けてもしもの時に身寄りがいないなどで不安を抱いている方々に対して契約に

基づき本人に寄り添ったサービスを提供する事業を実施している。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

○受任状況等 

・法人後見受任中／９件 （後見８件 保佐１件）新たに１件受任 

・委任事務契約（任意後見）／１件 

・都城みらいあんしん支援事業契約者支援／０件 

 

【諸会議など】 

・法人後見審査委員会 

（①8/10書面、②9/15書面、③3/3書面） 

 

【研修等】 

・都城市成年後見ネットワーク会議 

 ①通常総会：①５月 ②１０月 ③３月 ※いずれも書面開催 

②成年後見制度相談会（庄内地区）（10/23中止） 

③成年後見制度講演会・相談会（市コミセン）（2/5中止） 

・成年後見制度市町村職員等基礎研修（6/21） 

・法人後見専門員育成研修：①9/27、②2/16 

・成年後見制度市町村職員等フォローアップ研修：①12/6 

・任意後見制度研修：3/8 

 

【その他】 

事業成果 

新たに 1 名法人後見として受任し計 9件となった。法人後見審査委員会は、コ

ロナ禍で集合型での開催が困難であったため 3回書面にて実施。 

また、委任事務契約を交わしている利用者は、エンディングにかかる支援として

死後事務契約を新たに契約した。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
生活自立相談センター事業 

事業№ 2-13 

決算額 

（単位：円） 
16,726,993 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

  16,726,993   

事業概要 

（目的） 

様々な課題を抱える生活困窮世帯に対し、生活保護に至る前に自立に向け困りご

とにかかわる相談に応じ、安定した生活に向け仕事や住まい、家計の見直しなどの

支援を行うもの。 

また地域づくりの一環とし地域福祉関係団体などと連携するなかで、生活に困窮

する世帯がつながりの再構築をはかり、地域社会の一員として自立に向けた寄り添

い支援を行う事業。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・自立相談支援事業（4180件） ・住居確保給付金に関する相談支援（62件） 

・新型コロナウイルス特例貸付にかかる相談援助 

・ハローワーク(福祉就労支援コーナー)との連携による就労支援 

・社会福祉法人による地域貢献事業との連携(安心セーフティネット事業) 

 

【諸会議など】 

・都城市福祉課との定期協議 

・都城市福祉課、保護課との支援調整会議 

・都城市関係課との庁内連絡会議 

・都城地域生活保護受給者等就労自立促進事業協議会 

・都城地域子育て女性等の就職支援協議会 

・安心セーフティネット事業相談員研修:基礎編・応用編（県社協主催） 

・生活困窮者自立支援全国研究交流大会 

・生活困窮者自立支援制度におけるブロック研修 

 

【その他】 

・行政関係機関との連携 

・地域包括支援センター、居宅介護支援事業所との連携 

・基幹相談支援センター、相談支援事業所との連携 

・その他セーフティネットに関連する機関との連携 

事業成果 

コロナ禍で特例貸付相談に対応しつつ、家計管理や就労に向けた支援を継続的

に実施することができた。必須事業の自立相談支援件数は 4180件、住まいを失わ

ない住居確保給付金の支援計画作成は 62件と安心して日常生活を送ることができ

るよう支援に努めた。 

また自立に向けた就労支援ではハローワークへ同行支援するなどした結果、63名

が就労に結び付いた。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
生活福祉資金貸付事業 

事業№ 2-14 

決算額 

（単位：円） 
11,660,000 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金  

11,660,000     

事業概要 

（目的） 

生活福祉資金制度は、民生委員児童委員の訪問活動から設立された制度であり、

低所得者世帯・高齢者世帯・障がい者の生活及び生活に困窮する世帯を経済的に支

えるため目的に沿った形での貸付を行っている。生活困窮者自立支援事業を実施す

る生活自立相談センターで一体的に相談支援を実施し、貸付世帯への助言等を通し

て、経済的自立と生活意欲の促進を図っている。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

〇貸付実績 総貸付件数    ２１０９件：813,828,000円 

事務局：貸付件数 １７５１件 

・緊急小口資金   ５５５件：108,950,000円（特例） 

・総合支援資金  １３７１件：629,640,000円（特例） 

      ・福祉資金       １件：  2,500,000円 

      ・教育支援資金     ３件：  2,508,000円 

山之口：貸付件数 緊急小口 28件（特例）  5,500,000円（特例） 

総合支援 25件（特例） 14,250,000円（特例） 

高 城：貸付件数 緊急小口 32件（特例）  5,970,000円（特例） 

総合支援 38件（特例） 21,750,000円（特例） 

山 田：貸付件数 緊急小口 11件（特例）  2,200,000円（特例） 

総合支援 15件（特例）  8,400,000円（特例） 

高 崎：貸付件数 緊急小口 16件（特例）  3,100,000円（特例） 

総合支援 14件（特例）  9,060,000円（特例） 

 

【諸会議など】 

 

 

【その他】 

 

 

 

事業成果 

新型コロナウイルス感染症対策における特例貸付が度重なる延長により、令和 2年度

に引き続き多くの市民が窓口へ相談に見え、特例貸付、一般貸付と合わせ延 2109件（8

億 1382万 8千円）の貸付実績であった。これは、県内の 1割強であり、本市におい

ても新型コロナウイルスの影響を受けている世帯が多いことを表している。年度

当初に掲げた借入世帯における定期的な生活状況の確認の実施については、貸付

相談への対応や償還開始時期が延長となったため、実施することはできなかっ

た。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
生活福祉資金利子補給事業 

事業№ 2-15 

決算額 

（単位：円） 
78,114 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金  

   78,114  

事業概要 

（目的） 

生活福祉資金の借受人で計画通りに償還されている者に対し、償還期間中に発生

した利子の負担軽減をはかるとともに、状況を把握するために期限内償還分の利子

を補給する。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

【実  績】 

◆補給対象者要件（以下２点の要件を満たすもの） 

 1）対象期間一度の遅れもなく償還計画どおりに償還をした者 

 2）対象期間中に本市に住居があり、住民票で確認ができる者 

※上記要件を２つとも満たす者を対象とし、申請書の提出があった者に利子補給を

実施する。 

 

◆対象期間 令和３年４月１日～令和４年３月３１日 

 

 

 

  内  訳 

本人補給金額 73,544円 受取者 13名 

振込手数料 1,210円 振込に伴う手数料は当会負担のため 

合  計 74,754円  

【諸会議など】 

 

【その他】 

 

 

事業成果 

生活福祉資金貸付（特例貸付以外）を実施した世帯で償還計画通りに一度も遅

滞なく償還されている世帯 13名に対し利子補給を行った。 

対象者：13名 補給金額：73,544円／振込手数料：1,210円 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 

たすけあい資金貸付事業 
事業№ 2-16 

決算額 

（単位：円） 
44,640 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    44,640 

事業概要 

（目的） 

目  的：日常生活中の不時の出費の困難な者に必要な資金を貸し付け、もって 

民生の安定を図るための資金 

貸付対象：①低所得のため不時の出費等によって生活を脅かされる恐れのある者 

②自立更生に必要な資金の融通を外から受けることが困難な者 

貸付条件：原則３万円を上限とし、連帯保証人１名と担当民生委員の承認を必要 

とする。また、償還期限は１年以内とする。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

◆前年度繰越 件数２２９件 金額 4,553,060円 

  【貸付及び償還実績】 （サテライト含む） 

月 
貸 付 償 還 

件数（件） 金額（円） 件数（件） 金額（円） 

4月 0  8（内完済 4） 71,000 

5月 0  3（内完済 2） 18,000 

6月 0  3（内完済 2） 35,000 

7月 0  1（内完済 0） 2,000 

8月 0  1（内完済 0） 2,000 

9月 0  3（内完済 1） 35,000 

10月 1 3,000 2（内完済 1） 5,000 

11月 0  1（内完済 0） 3,000 

12月 0  1（内完済 0） 3,000 

1月 0  0 0 

2月 0  2（内完済 1） 10,000 

3月 1 17,000 2（内完済 0） 8,000 

合計 2 20,000 27(内完済 11) 192,000 

◆次年度繰越 ※件数２２０件 ※金額 4,381,060円 

【その他】 

 

事業成果 

貸付に関する相談を受ける中で、その原因が新型コロナウイルスに関連するものが多

く、特例貸付を紹介する事案が多くあった。これにより年間の貸付件数は 2件に留まり、

貸付額も 2万円と少額であった。 

直接現金の貸付でなくとも歳末助け合い事業による商品券やフードバンクの現

物支給によって一時的な困窮状況をサポートすることができたが、未償還世帯に対

する支援については改めて課題が残った。 

 



  56 

事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
子育て応援助成事業 

事業№ 2-17 

決算額 

（単位：円） 
819,717 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    819,717 

事業概要 

（目的） 

地域ぐるみで子育て支援活動に取り組む団体の活動に要する資金を助成し、更な

る活動の充実と推進を図ることを目的として実施する。審査会を開催後、交付決定

する。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

○子ども子育て応援基金活用事業 

 市内において地域ぐるみで子育て支援活動を実施している団体や、新規で活動 

 を実施する団体に対する事業助成。また、何らかの援助が必要なケースに対する 

 個別助成。 

【令和３年度実績】 

 市内の子育てに関わる９団体、９事業に対して、合計 838,000円を助成 

① 中尾高齢者クラブ 事業名：三世代交流 助成額：43,000円 

② ふもとっ子を伸ばす会 事業名：稲作体験活動 助成額：27,000円 

③ 紙芝居まねきねこの会 

事業名：紙芝居上演による子どもたちや高齢者の共感活動と紙芝居図書館日本 

一のまちづくり都城 助成額：74,000円 

④ 子育てサロンあいあい 事業名：子育て支援 助成額：124,000円 

⑤ 若竹地域活動クラブ 

事業名：子ども育成と地域との三世代交流 助成額：40,000 円 

⑥ 特定非営利活動法人 手仕事舎そうあい 

事業名：地域ぐるみのみんなのまちづくり 助成額：99,000 円 

⑦ スマイルカフェ祝吉 事業名：スマイルカフェ祝吉 助成額：158,000円 

⑧ 杏カフェ 事業名：女性のエンパワメントで地域活性化 助成額：93,000円 

⑨ 乙 La 房．（オトラボ） 

事業名：子どもの居場所作り～未来 La 房～ 助成額 180,000円 

 

【諸会議など】 

・局内検討会議 ・プレゼンテーション審査会 ・助成事業審査委員会 

 

【その他】 

 

事業成果 

子育て支援活動に取り組む団体に対し活動に要する資金として助成を行った。

令和 2年度より 1団体多い 9団体へ助成。団体によるプレゼンテーション、助成

審査会を踏まえ決定。 

助成団体に対し、助成事業の活動を啓蒙するためＳＮＳ等を活用した広報活動

を必須とした。助成額：819,717円（9団体） 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（共募） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 

歳末たすけあい助成金事業 
事業№ 2-18 

決算額 

（単位：円） 
3,338,256 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    3,338,256 

事業概要 

（目的） 

共同募金運動の一環として１２月１日から１か月間実施する募金運動であり、地

域住民やボランティア、民生委員児童委員、社会福祉法人などの関係機関、団体等

の協力のもと、歳末時期に既存のサービスや制度で対応できない方々を支援するた

めの助成事業。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

 

事業名 内 容 助成額（円） 件数 

在宅福祉サービス 低所得者生活用品支給事業 1,067,158 14 

在宅福祉サービス 低所得者生活支援事業 240,598 100 

地域福祉サービス 年末年始地域福祉活動事業 500,000 25 

地域福祉サービス 高齢者見守り・訪問活動 515,500 762 

在宅福祉サービス 手作り弁当配布事業 15,000 20 

地域福祉サービス 
がんばる学生生活応援事業 

（食料品詰合せ、生理用品） 
1,000,000 350 

合計 3,338,256 1271 

（事務費）140,000円 

 

 

【諸会議など】 

・助成審査委員会（①12/28、②1/21、③1/31、④2/7、⑤2/17、⑥3/9、⑦3/16、⑧

3/22） 

 

 

【その他】 

 

 

 

事業成果 

低所得世帯など生活に困窮する世帯やコロナ禍で影響を受ける大学生を対象に

生活支援として歳末募金を活用した助成を行った。 

・支援件数：1271件（内大学生 350名） 

・助成審査委員会 8回 

・助成額：3,338,256円 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 

緊急援護等事業 
事業№ 2-19 

決算額 

（単位：円） 
450,000 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    450,000 

事業概要 

（目的） 

社会福祉法人都城市社会福祉協議会災害見舞金支給要綱に基づき、都城市内で火

災など災害に遭われた被災者の応急的保護を図るため、見舞金の支給を行うもので

ある。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・都城市内で一般火災及び暴風・洪水・地震その他の自然現象により損害が生じた

住宅などの世帯主に対し、災害見舞金の支給。 

 

被災の内容 災害見舞金の額 

災害 

世帯員が全員死亡した場合 １０万円 

住居の全体が消失（全壊、流失のすべてを含

む）した場合 
１０万円 

床上浸水による被災の場合 ３万円 

火災 
住居が全焼または全損した場合 ５万円 

住居が半焼または半損した場合 ３万円 

【都城市社会福祉協議会災害見舞金支給要綱より抜粋】 

【実績】 

○火災見舞い 

 事 務 局 管 内：８件（全焼８件 400,000円） 

 山之口サテライト：０件 

 高城サテライト：０件 

 山田サテライト：０件 

 高崎サテライト：１件（全焼１件  50,000円） 

 

【諸会議など】 

 

 

【その他】 

 

 

事業成果 

災害による被災者への応急的保護を図るために都城市福祉課及び地区担当民生

委員と連携・調整を行い見舞金の支給を行った。 

・支給状況：9件（全焼）事務局管内 8件、高崎サテライト管内 1件 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
低所得者対策事業 

事業№ 2-20 

決算額 

（単位：円） 
500 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

   500  

事業概要 

（目的） 

歩行に堪えない行路中の病人であって、療養の途を持たず、かつ、救護者のいな

い者への援助事業。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

歩行に堪えない行路中の病人であって、療養の途を持たず、救護者のいない者へ

の援助事業（原則として、事務局：１駅 1,000円、サテライト：500円支給）。 

運用については、都城市保護課と連携して対応している。 

 

【実績】 

事務局管内：５件／ 5,000円（内１件 返金 5,000円） 

山之口ｻﾃﾗｲﾄ：１件／  500円 

高城 ｻﾃﾗｲﾄ：０件 

山田 ｻﾃﾗｲﾄ：０件 

高崎 ｻﾃﾗｲﾄ：０件 

 

【各月ごとの状況】 

月 件数 金額（円） 月 件数 金額（円） 

4月   10月 1 1,000 

5月   11月   

6月 1 1,000 12月   

7月   1月 1 500 

8月 1 1,000 2月   

9月 1 2,000 3月   

   合計 5 5,500 
 

 

 

 

 

事業成果 

歩行に堪えない行路中の病人であって療養の途を持たず、かつ、救護者のいな

い者に対し都城市保護課と連携し援助を行った。 

援助実績：5件（事務局管内 5件、山之口サテライト管内 1件） 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
介護保険生活支援体制整備事業 

事業№ 2-21 

決算額 

（単位：円） 
6,763,573 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

  6,763,573   

事業概要 

（目的） 

高齢者が住み慣れた地域で生きがいを持って在宅生活を継続していけるよう、サ

ービス提供主体と連携し、支援ニーズとサービスのコーディネート機能を担い、多

様な主体による生活支援・介護予防サービスの提供体制を構築することによって、

支援体制の充実・強化を図ることを目的とする。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・第１層協議体の運営 

・第２層生活支援コーディネーターの配置 

・第２層協議体の支援 

・第２層生活支援コーディネーター情報交換会の実施 

【諸会議など】 

・都城市介護保険生活支援体制整備事業協議会の開催（３回） 

・地区ごとの生活支援コーディネーター定例会 

・行政との定期協議（７回） 

 

 

【研修等】 

① 第２層生活支援コーディネーター情報交換会（全２回） 

※第１回は生活支援体制整備事業協議会との合同開催（7/29） 

 第２回はテーマごとに地区を分け４回実施（11/2、11/4、11/9、11/12） 

② いきがい助け合いサミット in神奈川（9.1 ｵﾝﾗｲﾝ） 

 

【その他】 

・生活支援コーディネーターの配置：１５地区２４名配置 

・生活支援コーディネーターの活動日数：８６６日、活動時間：1373時間 

 

 

事業成果 

第１層の生活支援体制整備事業協議会にて「3つの行動計画」を提案し「1.自

治公民館単位でのアンケート調査」「2.社会福祉法人等との連携」「3.さまざまな

ボランティアの養成」を今後取り組んでいく指針を策定した。 

年度当初、15 地区社協の役員会・理事会を第 2 層協議体として位置づけし、15

地区での協議が進められた。今後も具体的な取り組みについて協議をさらに進めて

いく必要がある。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
多機関協働包括的支援体制構築事業 

事業№ 2-22 

決算額 

（単位：円） 
14,949,510 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

  14,949,510   

事業概要 

（目的） 

地域社会を取り巻く環境の変化に伴う福祉ニーズの多様化・複雑化により、これ

までの福祉制度だけでは対応できない課題も増えてきているなか、暮らしのなかの

様々な「困りごと」や「悩みごと」の解決に向けコーディネーターである相談支援

包括化推進委員が専門機関と連携をはかり包括的な支援システムの構築をはかる

ことを推進する事業。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・電話、来所、訪問等による相談対応６６２件 

・弁護士相談１１２件 

・地域包括支援センターへの出張相談および周知活動 

（姫城・中郷地区、祝吉・沖水地区、志和池・庄内・西岳地区、山之口・高城地区、 

 山田・高崎地区） 

・圏域別介護支援専門員連絡会研修会での周知活動 

（妻ケ丘・小松原圏域、祝吉・沖水圏域、志和池・庄内・西岳圏域） 

・障害者自立支援協議会運営会議での周知活動 

 

【諸会議など】 

・相談支援包括化推進会議（書面通知） 

 

・重層的支援会議３件   

・ケース会議および情報共有会２６件 

 

【その他】 

・地区担当者定例会 

・庁内連絡会への出席 

・市町村重層的支援体制整備事業等担当者説明会での実践報告 

・三股町・都城市重層的支援体制整備事業意見交換会への出席 

・宮崎県重層的支援体制推進会議参加（ZOOM） 

・重層的支援体制整備事業ブロック別研修参加（ZOOM） 

・社協活動全国会議参加（ZOOM） 

 

事業成果 

関係機関（包括・ケアマネ連絡会・自立支援協議会）への周知活動を重点的に

実施し徐々に相談件数が増加した（延相談件数 662件） 

継続的支援を行った 18世帯のなかで、社会参加につながった世帯は 1 世帯であ

ったが、抱えている複合的な背景を踏まえると関係構築が確立されたうえで社会参

加を勧めていく必要があるため、引き続き関係機関との連携のうえ世帯支援を展開

していく必要がある。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（  ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
地域づくり推進事業 

事業№ 2-23 

決算額 

（単位：円） 
15,984,928 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

254,928 
  1,573,000  

事業概要 

（目的） 

複雑化・多様化しつつある地域における福祉課題に対して、これまでの行政サー

ビスだけでは支援の限界を迎えることが予想されている。 

 地域で生活する子どもから高齢者、障がい者にいたるまですべての方が、住み慣

れた地域で安心して生活できるように、既存の地区社協活動をベースとしながら、

地域住民への「我が事」意識の醸成を行う。また、地域の課題を包括的に受け止め、

必要な支援機関に繋ぐ「丸ごと」の体制の構築・強化を推進することを目的にする。 

 

事業内容 

【実施した事業内容】 

・地域力強化推進員を２名配置 

・活動拠点づくり 

・地域住民に対する学習、地域福祉活動へのきっかけづくりや参加促進等に関する

取り組み（各地区での学習支援活動を通じた地域づくり、生活支援サービス創出

に向けた研修会） 

・地域生活課題を包括的に受け止める体制の構築 

・福祉なんでも相談の増設（公民館単位でのサテライト開設） 

・介護保険事業関係への周知活動（主任ケアマネ研修会での社会資源の説明） 

 

【諸会議など】 

・都城市福祉課との定期協議 

・地区担当者定例会 

・各地区チーム定例会 

・地区ケアマネ連絡会研修での重層的支援体制整備事業についての説明等 

・重層的支援体制整備事業に関する三股町社協との意見交換会 

・重層的支援体制整備事業に関する厚労省自治体ヒアリング調査 

 

【研修等】 

・重層的支援体制推進研修会（10/20 ｵﾝﾗｲﾝ） 

・重層的支援体制整備事業自治体研修での実践報告（7/28 ｵﾝﾗｲﾝ） 

・重層的支援体制整備事業構築推進人材養成事業ブロック別研修（2/3 ｵﾝﾗｲﾝ） 

 

事業成果 

次年度からの重層的支援体制整備事業の実施に向け、15地区の社会福祉協議会

の機能強化を行うために、福祉なんでも相談の増設を行った。自治公民館を単位

とした１館をサテライトとして月１回開設し 10件の相談を受け止めた。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（  ） 

事 業 名 
地域福祉活動推進事業 
子どもの生活・学習支援事業 

事業№ 2-24 

決算額 

（単位：円） 
6,800,709 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

 
  6,800,709  

事業概要 

（目的） 

本事業は、母子家庭、父子家庭及び養育者家庭並びに生活保護受給世帯を含む生

活困難世帯の子ども等に対して、将来の自立に向けた生活支援と学習支援を一貫し

て実施することにより、子ども等が抱える特有の課題に対応し、生活・学習支援や

居場所の提供等を行うことで、貧困の連鎖を防止することを目的に実施するもの。 

 

事業内容 

【実施する事業内容】 

・地域における事業実施団体（以下、「団体」という。）への活動費助成金交付（１

６団体の内１２団体） 

・各団体にて児童生徒への支援を行う学習支援サポーター（以下、「サポーター」 

という。）へ旅費交通費の支給（３か月に１回） 

・サポーター養成講座（12/14、２４名受講の内１１名登録） 

・サポーターフォローアップ研修(3/8 に長中期団体にて活動中のサポーターを対

象に実施。４６名受講) 

 

 

【諸会議など】 

・都城市こども課との定期協議の開催（月１回） 

・都城こども未来応援連絡協議会実施（7/26、１５団体の委員出席） 

・都城市要保護児童対策協議会実務者会議（年３回） 

 

 

【その他】 

・みやざき子どもの貧困対策人材育成研修（1/8 ｵﾝﾗｲﾝ） 

「第１部：子どもの貧困と学習支援」にて事業実施状況や課題について発表 

・みやざき子どもの貧困対策人材育成研修（1/26 ｵﾝﾗｲﾝ） 

「学習支援の新たな展開-『習熟』とは何か」受講 

 

 

事業成果 

昨年度のアンケート調査結果から、事業の需要があり学校利用が可能と回答い

ただいた小学校、中学校へヒアリング調査を実施し、小学校 8校と中学校 3校で

新たに学習支援の実施につながった。 

学校で実施することで、新型コロナウイルス感染症拡大の状況での継続した学習

支援の確保と地域の負担軽減、通いの利便性等を図ることができた。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他(   ) 

事 業 名 みやこのじょう地域見守り応援隊 事業№ 2-25 

決算額 

（単位：円） 
3,597 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    3,597 

事業概要 

（目的） 

孤立死や虐待等のおそれのある方を早期発見する取組として、市民の日常生活に

密着した事業を行う民間事業者と関係機関が協力し、地域での緩やかな見守り活動

の体制充実を図るために実施する。 

 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・新規事業者との協定締結 

・協定締結事業者との連絡会議 

 

 

【諸会議】 

・新規事業者参加による協定締結式 

日時：令和３年７月２日（金）１３：３０～１３：４５ 

場所：都城市役所４階 秘書広報課前会議室 

内容：出席者紹介・民間事業者取組紹介・協定締結・記念撮影 

締結事業者：有限会社ウィリー しょっぴんぐたうんウィリー 

 

 

【研修等】 

・協定締結事業者、事務局、窓口による連絡会議（計７事業者参加） 

日時：令和４年３月２２日（火）１５：００～１６：００ 

場所：総合社会福祉センター２階 研修室   

内容：これまでの地域見守り活動の状況及び協定締結事業者の取組状況 

 

 

事業成果 

協定締結事業者との連絡会議を 2 月に行い、事業者同士の顔合わせ、取り組み

内容の共有を行った。見守りを行う中での事例等の共有を行い、新たな事例を発

見することができた。 

ガイドブックについては協定締結事業者への配布にとどまったため、活用方法

を検討していく必要がある。 

協定締結事業者が 8事業者であったが、今年度１事業者の新規協定締結を行

い、合計 9事業者となった。 

事業者からの報告の周知については実施することができなかったため、今後、関

係機関との協議を行いながら、進めていく必要がある。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
障害福祉支援事業 

障がい者ケアプラン事業（障害者計画相談） 
事業№ 3-01 

決算額 

（単位：円） 
0 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

     

事業概要 

（目的） 

 障害者総合支援法に基づく計画相談支援事業として、障害福祉サービス等を利

用する際の計画書を作成する。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

１．指定特定相談支援事業及び指定障害児相談支援事業 

 

 

【請求実績】 

・サービス等利用計画作成対象者：０名（延べ作成件数：０件） 

 

 

 

【諸会議など】 

・宮崎県障がい者相談支援事業連絡協議会（ＭＳＲ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他】 

・地域福祉推進事業との連携 

 

 

 

 

事業成果 

基幹相談支援センターを受託運営する法人には、相談支援事業が併設されてい

なければならないが、計画作成件数はゼロ。 

市内の相談支援専門員との調整のなかで計画作成を引き受けていただいた。今

後も関係機関と連携のうえ引き続き支援の展開を進めていく。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
障害福祉支援事業 
点字図書館事業 

事業№ 3-02 

決算額 

（単位：円） 
22,425,736 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

  20,496,789  1,928,947 

事業概要 

（目的） 

・視覚障がい者の情報環境を向上させる事業の実施 

・視覚障がい者の社会参加を促進させる事業の実施 

・点字図書、音声デイジー図書、定期刊行物等の製作および貸出 

・点訳、音訳、デイジー編集ボランティア等の養成およびスキルアップ 

・視覚障がい者向け情報機器等に係る操作指導の実施 

・関係機関・施設等との連携による利用者支援の実施 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・点字データ図書、点字図書の利用数（5,622タイトル） 

・音声デイジー図書、テープ図書の利用数（28,775タイトル） 

・テキストデイジー図書の製作及び利用数（175タイトル） 

・定期刊行物（点字版・点字データ版等）利用数（10タイトル・延 482名） 

・定期刊行物（デイジー版、テープ版等）利用数（31タイトル・延 1,622名） 

・点訳ボランティア養成講座（22回・3名受講） 

・音訳ボランティア養成講座（24回・7名受講） 

・ぶらいゆサロン（視覚障がい当事者の交流の場）（5回・9名） 

【諸会議など】 

・点字図書館運営委員会の実施 

・都城点訳・音訳友の会役員等との協議・意見交換会の実施 

・点訳指導者会議の実施、音訳指導者会議の実施 

【その他】 

・都城市立図書館との連携による視覚障がい者情報提供サービスの啓発と充実 

啓発イベント『自由に読める楽しさを！読書のバリアフリー展』開催 

中央ホール施設情報ボックスを利用した啓発活動 

・宮崎県立明星視覚支援学校との連携『サテライト教育相談』（閲覧室、6/25、11/26） 

事業成果 

コロナ禍のなか点字図書製作数の確保及び質の充実をはかることができた。点

字図書製作過程において、従来実施してきた校正者 2名による読み合わせ校正に

代わり、音声読み上げによる単独校正を進めた。結果として校正者 26名中 14名

が蔵書製作に実績をあげた。また、利用者支援の取り組みとして、一般の大学進

学を目指す明星視覚支援学校高等部 3年生 2名に対して、同校と連携して学習支

援を実施した結果、それぞれ志望する大学に合格することができ、視覚障害のあ

る学生の社会参加の一助となった。 

将来的な点字図書館の在り方について都城市福祉課と７回協議した。具体的に

は、全国の他の施設の現況を調査するとともに、現在の業務内容や予算面等につい

て確認し、今後、利用者サービスの充実や専門スタッフ養成などについて相互理解

を深めた。今後も様々な運営の在り方について調査研究を継続するとともに、協議

を重ねていく予定である。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（  ） 

事 業 名 
障害福祉支援事業 
障がい者（児）基幹相談支援・虐待防止センター事業 

事業№ 3-03 

決算額 

（単位：円） 
33,675,783 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

  33,675,783   

事業概要 

（目的） 

地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務（身体障がい・知的障がい・精神

障がい等）をはじめ、その体制強化に向けた取り組みや地域移行・地域定着に関す

る支援を展開するとともに、虐待防止・権利擁護における支援についてスーパーバ

イザーや関係機関と連携しながら総合的に実施する。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

①総合的・専門的相談支援（相談支援件数 9,848件） 

②地域の相談支援体制の強化と取り組み（主催研修会の開催、相談支援事業所の後

方支援、関係機関会議等への参加・協力） 

③地域移行・地域定着の取り組み（居住サポート事業 相談件数 13件） 

④権利擁護・虐待防止（虐待防止案件対応、コアメンバー会議・支援会議への出会、

事業所向けの虐待防止研修の開催） ⑤自立支援協議会事務局運営 

【諸会議など】 

・障害者自立支援協議会（協議会・全体会・運営会議・専門部会） 

・都城市福祉課との定期協議（毎月開催、１月のみ未開催） 

・居住サポート事業関係機関連絡会議（３月） 

・宮崎県障がい者相談支援事業連絡協議会（МＳＲ）県南ブロック会議（３月） 

・都城圏域就労支援担当者会議（４月、６月、１０月、１２月、２月） 

・都城北諸圏域ネットワーク会議（６月、３月） 

・放課後等デイサービス連絡協議会（７月） 

・都城北諸地域精神障がい者地域移行支援協議会（６月、１０月） 

【研修等】 

・主催研修会（年２回）の開催 

・宮崎県社会福祉研修センター実施研修（６月、１月、２月） 

・相談支援従事者初任者研修（１１月、１月、２月）１名 

・医療的ケア児等コーディネーター養成研修（８月、１１月、１２月 １名） 

・九州地区障がい者相談支援事業合同研修会（１２月） 

・意思決定支援と虐待防止に関する研修会（１月） 

・民児協障がい福祉部会研修会（１月）１地区 

事業成果 

相談件数は年々増加し令和 3年度は延 9848件であった。地域移行・地域定着支

援にかかる居住サポート事業の支援相談は 13件あり、コロナ禍での孤立を防ぐ取

り組みも増えた。 

関連する医療機関や行政、相談支援専門員と連携する場面も増え、今後事業化される

地域生活支援拠点等事業や医療的ケア児コーディネート事業について基幹相談支援セ

ンター職員の資質向上を今後もはかる必要がある。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
障害福祉サービス事業 

居宅介護事業（重度訪問介護含む） 
事業№ 4-01 

決算額 

（単位：円） 
33,985,460 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    33,985,460 

事業概要 

（目的） 

障害者総合支援法に基づき、身体障がい者、精神障がい者、知的障がい者の利用

者宅へホームヘルパーを派遣し、在宅及び地域で利用者の有する能力に応じ自立し

た日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般

にわたる援助を行う。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

○障害福祉サービス（居宅介護）（重度訪問介護） 

【諸会議など】 

○週一会議         毎週月曜日 

○ヘルパーミーティング   ２回／月程度 

○サービス担当者会議    随時開催／年 

【研修等】 

○第１回訪問介護事業研修～キックオフミーティング～（5月～6月） 

○第２回訪問介護事業研修（テーマ別：グループ別研修） 

・10/12介護場面でのリスクマネジメント ・10/13改正「介護保険制度」 

・10/14認知症の理解と支援のポイント  ・10/18接遇と苦情処理 

・10/18利用者に多い疾患の理解     ・10/26緊急時の正しい対応 

○第３回訪問介護事業研修「セルフケア研修」（グループ別研修） 

 ・11/2山田･高崎チーム ・11/5山之口･高城･志和池チーム 

 ・11/9訪問入浴チーム  ・11/10事務局チーム 

○介護プロフェッショナル段位制度アセッサー研修（11/8） 

○令和３年度障がい者虐待防止・権利擁護研修（2月：グループ別研修） 

○宮崎県障がい福祉サービス事業者に対する集団指導 

【その他】 

○令和３年度 県介護福祉士養成支援事業（３名受講終了、国家資格３名取得） 

【実績】 

サービス内容 年間利用者数 延訪問回数 延訪問時間 

居 宅 介 護   ４８６ ７，９９４ ７，４３２ 

重度訪問介護 １２ ５４１ １，８７５ 

計 ４９８ ８，５３５ ９，３０７ 

令和３年度  新規：６件、廃止：２件 

事業成果 

事業計画で定めた実践目標である年間事業収入及び月平均の事業収入について

は目標値以上の成果を出すことができた。 

周辺事業所の廃止などにより新規利用者を獲得することができ、収入を伸ばすこ

とができた。 

年間事業収入：33,985,460円／月平均事業収入：2,832,121円 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
障害福祉サービス事業 

訪問入浴サービス事業 
事業№ 4-02 

決算額 

（単位：円） 
5,137,500 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

  5,137,500   

事業概要 

（目的） 

障害者総合支援法に基づき、自力で入浴が出来なくなった障害者・児が、住み 

慣れた自宅で安心して入浴が出来るように看護師１名・介助職員２名を派遣し、入

浴車両で浴槽を自宅に持ち込んで入浴サービスを提供する。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

〇移動入浴車にて自宅での入浴ケアを行う。 

〇訪問入浴車（軽自動車：２台） 

 

【諸会議など】 

〇週一会議               毎週月曜日 

〇ヘルパーミーティング         １回／月以上 

 

【研修等】 

〇キックオフミーティング～（6/15） 

 〇セルフケア研修～（11/9） 

 〇入浴車の取り扱い～（12/21） 

〇障がい者虐待防止・権利擁護研修～（2/28） 

〇介護プロフェッショナル段位制度アセッサー研修～（12/7） 

 

【実 績】派遣回数（年間） 

 利用者  （延人数）   ４８人 

 派遣回数 （延回数）  ４１１回 

 

実施月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

世 帯 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48 

回 数 38 38 36 34 33 31 39 34 28 36 34 30 411 

 

 

事業成果 

派遣回数は減少となったが世帯数は前年度より変わりなく、利用者、家族の生活

スタイルに合わせた入浴支援を提供することができた。また、安心して利用できる

よう、人工呼吸器や気管切開の利用者等に対応し、密に連絡を取り訪問入浴を提供

することができた。 

年間事業収入：5,137,500円／月平均事業収入：428,125円 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
介護保険等事業 

訪問介護事業 
事業№ 5-01 

決算額 

（単位：円） 
62,232,700 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    62,232,700 

事業概要 

（目的） 

介護保険法に基づき、常に介護を必要とする「要介護」の認定を受けた方や、介

護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）の対象者への「総合事業訪問介護」や

地域包括支援センター職員による「事業対象者」認定者にホームヘルパーを派遣し

て、その能力に応じた居宅における日常生活が営めるように身体介護、生活援助等

を実施する。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

○訪問介護、総合事業訪問介護 

【諸会議など】 

○週一会議        毎週月曜日 

○ヘルパーミーティング  １回／月以上 

○サービス担当者会議   随時開催／年 

【研修等】 

○第１回訪問介護事業研修～キックオフミーティング～（5月～6月） 

○第２回訪問介護事業研修（テーマ別：グループ別研修） 

・10/12介護場面でのリスクマネジメント ・10/13改正「介護保険制度」 

・10/14認知症の理解と支援のポイント  ・10/18接遇と苦情処理 

・10/18利用者に多い疾患の理解     ・10/26緊急時の正しい対応 

○第３回訪問介護事業研修「セルフケア研修」（グループ別研修） 

 ・11/2山田･高崎チーム ・11/5山之口･高城･志和池チーム 

 ・11/9訪問入浴チーム  ・11/10事務局チーム 

○介護プロフェッショナル段位制度アセッサー研修（11/8） 

○令和３年度障がい者虐待防止・権利擁護研修（2月：グループ別研修） 

○宮崎県障がい福祉サービス事業者に対する集団指導 

【利用実績】 

※訪問介護事業           ※総合事業訪問介護 

 

 

ｻｰﾋﾞｽ内容 年間利用者数 延訪問回数 延訪問時間 ｻｰﾋﾞｽ内容 年間利用者数 延訪問回数 延訪問時間 

身体介護 

959 

4,943 3,480 Ⅰ(週1回程度) 

582 

1,516 1,614 

身体生活援助 3,841 4,728 Ⅱ(週2回程度) 1,691 1,857 

生活援助 4,030 3,913 Ⅲ(週3回以上) 580 766 

計 959 12,814 12,121 計 582 3,787 4,237 

事業成果 

実践目標である年間事業収入、月平均事業収入ともに目標値を 11％ほど下回った。 

依頼のあった時間帯に稼働できる介護ヘルパーを確保することができず、訪問依

頼を断ることもあった。 

年間事業収入：62,047,200円／月平均事業収入：5,170,600円 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
介護保険等事業 

訪問入浴介護事業 
事業№ 5-02 

決算額 

（単位：円） 
10,988,597 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    10,988,597 

事業概要 

（目的） 

介護保険法に基づき、自力で入浴が出来なくなった要支援者・要介護者が、住み 

慣れた自宅で安心して入浴が出来るように看護師１名・介助職員２名を派遣して、

入浴車両で浴槽を自宅に持ち込んで入浴サービスを提供する。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

〇移動入浴車にて自宅での入浴ケアを行う 

〇訪問入浴車（軽自動車：２台） 

 

【諸会議など】 

〇週一会議         毎週月曜日 

〇ヘルパーミーティング   １回／月以上 

 

【研修等】 

 〇キックオフミーティング（6/15） 

 〇セルフケア研修（11/9） 

 〇入浴車の取り扱い（12/21） 

〇(株)デベロ第 58回全国入浴福祉研修会（3/11） 

〇介護プロフェッショナル段位制度アセッサー研修（12/7） 

 

【実 績】派遣回数（年間） 

 利用者  （延人数）   １３３人 

 派遣回数 （延回数）   ７２２回 

実施月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合計 

世 帯 13 13 12 13 11 8 8 11 9 10 11 14 133 

回 数 73 65 66 74 60 54 47 59 52 49 57 66 722 

令和３年度  新規 １３件 廃止 １２件 

 

事業成果 

実践目標である年間事業収入、月平均事業収入ともに目標値を 24％ほど下回った。 

本事業の利用者には、ターミナルケアの方が多く、支援前に利用者が亡くなるこ

とも多かったため収入を増やすことができなかった。 

年間事業収入：9,840,400円／月平均事業収入：820,033円 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
介護保険等事業 

居宅介護支援事業 
事業№ 5-03 

決算額 

（単位：円） 
46,803,590 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    46,803,590 

事業概要 

（目的） 

利用者の心身の状況、置かれている環境等を把握したうえで居宅介護サービス

及びその他の必要な保健医療サービス、福祉サービスが総合的かつ効率的に提供

されるよう配慮し、自立支援を目標に居宅介護サービス計画を作成する。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・居宅介護支援（ケアプラン） ・介護予防プラン業務受託 
・介護保険申請事務等の代行、住宅改修・福祉用具購入等申請 

・介護認定調査（生活保護世帯６４歳未満/保険者外）業務受託 

 

【諸会議など】 

・特定事業所加算算定会議 (係内)  １回／週 
・包括連絡協議会(生活圏域包括)    １回（ｵﾝﾗｲﾝ）        

【研修等】 
・介護支援専門員におけるスキルアップ研修(協会：県南ブロック含む) 
９月、１０月、１１月、２月、３月(同月内複数回あり) 

・介護支援専門員更新研修（６月～１０月(計１３日間) ） 
・主任介護支援専門員フォローアップ研修 （１２月） 
・他法人との研修会（６・１１・３月 (他 1回コロナ禍で中止)） 

・実務研修実習受入指導者研修（１２月） 

 

【実績】 
・介護認定調査：３９件（生活保護：７件・県外：３２件） 
・ケアプラン作成（要介護）数(利用者)     延べ 2,739 件 
・介護予防プラン作成(要支援）数(利用者)   延べ  417 件 

 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

要介護 233 240 237 226 222 223 227 224 226 227 226 228 

要支援 26 21 21 23 25 35 46 43 41 41 43 52 

 

 

事業成果 

実践目標である年間事業収入、月平均事業収入ともに目標値を 12％ほど下回った。 

新規依頼は絶えずあるものの、重度の方や問題のあるケースが多く、また職員の異動

等による人員減もあり収入を伸ばすことができなかった。 

年間事業収入：46,803,590円／月平均事業収入：3,900,299円 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
介護保険等事業 

通所介護事業①（志和池福祉センター） 
事業№ 5-04-01 

決算額 

（単位：円） 
111,468,537 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    111,468,537 

事業概要 

（目的） 

要介護者等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限り能力に応じた自

立した日常生活を営むことができるよう、又、社会的孤立感の解消及び心身機能の

維持並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために事業を実施する。また、

介護保険法改正に伴い、介護予防事業から移行した介護予防・日常生活支援総合事

業（通所型サービス）、総合事業通所介護を行う。 

営業日：月～金（含祝日） 営業時間：8：15～17：00 利用定員：１日４０人 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

①指定通所介護事業 

 ○事業内容 

 ・基本事業（健康チェック、個別機能訓練、生活機能訓練、創作的活動等） 

 ・レクリエーション・入浴サービス・介護サービス・送迎サービス 

 ○利用実績 延利用者数 3922名   年間サービス日数 ２５７日 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2月 3月 

297 287 285 309 317 350 333 344 293 322 359 426 

②総合事業通所介護事業 

 ○事業内容 

 ・基本事業（健康チェック、運動器機能向上、創作的活動等） 

 ・レクリエーション・入浴サービス・介護サービス・送迎サービス 

○利用実績 延利用者数 1598名   年間サービス日数 ２５７日 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2月 3月 

147 127 138 136 132 128 125 145 132 131 113 144 

③その他 

・「しわちの里だより」 年１２回発行 

 ・課内会議（年９回） ・自衛消防訓練（年間２回） 

・職場研修担当者養成研修 ・感染症対策研修 

・ハラスメント研修 ・ターミナルケア研修 ・虐待防止研修 

 

 

事業成果 

利用者の高齢化による入所施設等への移行が多かったことや新型コロナウイル

ス感染症により利用者獲得の活動が困難であった。 

年間事業収入：41,354,418円／月平均事業収入：3,446,201円 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
介護保険等事業 

通所介護事業②（山之口） 
事業№ 5-04-02 

決算額 

（単位：円） 

5-04-01 

に一括記載 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

      

事業概要 

（目的） 

要介護者等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限り能力に応じた自

立した日常生活を営むことができるよう、又、社会的孤立感の解消及び心身機能の

維持並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために事業を実施する。また、

介護保険法改正に伴い、介護予防事業から移行した介護予防・日常生活支援総合事

業（通所型サービス）、総合事業通所介護を行う。 

 営業日：月～土、（含祝日）営業時間：8：15～17：00 利用定員：１日２４人 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

①指定通所介護事業 

 ○事業内容 

 ・基本事業（健康チェック、個別機能訓練、生活機能訓練、創作的活動等） 

 ・レクリエーション・入浴サービス・介護サービス・送迎サービス 

 ○利用実績 延利用者数  2822名   年間サービス日数 ３０８日 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2月 3月 

248 242 243 276 264 247 260 273 191 191 181 206 

②総合事業通所介護事業 

 ○事業内容 

 ・基本事業（健康チェック、運動器機能向上、創作的活動等） 

 ・レクリエーション・入浴サービス・介護サービス・送迎サービス 

○利用実績 延利用者数 1274名   年間サービス日数 308日 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2月 3月 

130 123 125 124 113 99 112 107 84 80 82 95 

③その他 

・敬老の日祝い （お祝いのお菓子） 

・自衛消防訓練 （１０月、３月） 

・職員会議（月１回）     

・都城市フレイル予防アドバイザー研修 

・法人内の研修（Zoom）、地域リハビリテーション活動支援事業研修 

 

 

事業成果 

年間事業収入及び月平均の事業収入の目標値を超えることができなかった。 

利用者の高齢化による入所施設等への移行が多かったことや新型コロナウイル

ス感染症により利用者獲得の活動が困難であった。 

年間事業収入：27,534,210円／月平均事業収入：2,294,517円 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
介護保険等事業 
通所介護事業③（山田） 

事業№ 5-04-03 

決算額 

（単位：円） 

5-04-01 

に一括記載 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

     

事業概要 

（目的） 

要介護者等の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限り能力に応じた自

立した日常生活を営むことができるよう、又、社会的孤立感の解消及び心身機能の

維持並びに家族の身体的、精神的負担の軽減を図るために事業を実施する。また、 

介護保険法改正に伴い、介護予防事業から移行した介護予防・日常生活支援総合事

業【通所型サービス】、総合事業通所介護を行う。 

営業日：月～金（含祝日）営業時間：8：15～17：00 利用定員：１日３０人 

 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

①指定通所介護事業 

 ○事業内容 

 ・基本事業（健康チェック、個別機能訓練、生活機能訓練、創作的活動等） 

 ・レクリェーション・入浴サービス・介護サービス・送迎サービス 

 ○利用実績 延利用者数 2611名   年間サービス日数 ２５６日 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2月 3月 

253 210 199 217 225 220 211 215 202 200 219 240 

②総合事業通所介護事業 

 ○事業内容 

 ・基本事業（健康チェック、運動器機能向上、創作的活動等） 

 ・レクリェーション・入浴サービス・介護サービス・送迎サービス 

○利用実績 延利用者数 1156 名   年間サービス日数 ２５６日 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2月 3月 

107 100 104 104 85 91 85 91 101 89 92 107 

③その他 

・山田小学校（３，４年生）福祉施設訪問受入 

 ・山田中学生によるランチョンマット配布 

 ・自衛消防訓練（１０月、２月） 

 

 

事業成果 

年間事業収入及び月平均の事業収入の目標値を超えることができなかった。 

利用者の高齢化による入所施設等への移行が多かったことや新型コロナウイル

ス感染症により利用者獲得の活動が困難であった。 

年間事業収入：29,307,670円／月平均事業収入：2,442,305円 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 

介護保険等事業 

元気アップデイサービス事業① 
（志和池福祉センター） 

事業№ 5-05-01 

決算額 

（単位：円） 
5,034,025 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    5,034,025 

事業概要 

（目的） 

利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができる

よう、要介護状態への進行を防止する為に自立支援を目的とした生活機能訓練及

び閉じこもり防止の一環として、身体機能の向上のための機能訓練、調理や掃

除、洗濯といった生活機能向上のためのトレーニング、その他介護予防のために

必要と認められる日常生活支援を行う。 

・定員１０名／日 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

○元気アップデイサービス通所事業 

・健康チェック・給食サービス・入浴サービス・送迎サービス 

・日常動作訓練 

・相談、援助等の生活指導 

○利用実績   ※現在、登録者は３名。 

延利用者数 185名   年間サービス日数  ２５７日 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2月 3月 

21 18 20 17 17 12 12 13 10 12 11 22 

 

 

 

【諸会議など】 

・「しわちの里だより」 年１２回発行 

 ・課内会議（年９回）   ・自衛消防訓練（年間２回） 

・職場研修担当者養成研修 ・感染症対策研修 

・ハラスメント研修    ・ターミナルケア研修  ・虐待防止研修 

 

 

事業成果 

年間事業収入の目標値を超えることができなかった。 

それまでの元気アップ対象者が総合事業や介護に移行したり、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大で利用を控えるなど、デイサービスへの通所に不安を感じられ

る方が多いようである。 

年間事業収入：1,205,970円／月平均事業収入：100,497円 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
介護保険等事業 

元気アップデイサービス事業②（山之口） 
事業№ 5-05-02 

決算額 

（単位：円） 

5-05-01 

に一括記載 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

     

事業概要 

（目的） 

身体の虚弱な高齢者に対し、老人デイサービスにおける便宜の供与を行い、高齢

者の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止する

為に自立支援を目的とした生活機能訓練及び社会交流の場の提供として、身体機

能の向上のための機能訓練、調理や掃除、洗濯といった生活機能向上のためのトレ

ーニングその他介護予防のために必要と認められる日常生活支援を行う。 

・定員６名／日 

 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

○元気アップデイサービス通所事業 

・健康チェック・給食サービス・入浴サービス・送迎サービス 

・日常動作訓練 

・相談、援助等の生活指導 

○利用実績   ※現在、登録者は７名。 

延利用者数 ４５６名   年間サービス日数 ３０８日 

 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

34 45 49 46 43 32 36 34 31 35 33 38 

 

 

 

【その他】 

・敬老の日祝い （お祝いのお菓子） 

・自衛消防訓練 （10月、３月） 

・職員会議 (月１回) 

・都城市フレイル予防アドバイザー研修 

 ・法人内研修（Zoom） ・地域リハビリテーション活動支援事業研修 

 

事業成果 

年間事業収入の目標値を超えることができなかった。 

それまでの元気アップ対象者が総合事業や介護に移行したり、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大で利用を控えるなど、デイサービスへの通所に不安を感じられ

る方が多いようである。 

年間事業収入：1,964,250円／月平均事業収入：163,687円 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
介護保険等事業 

元気アップデイサービス事業③（山田） 
事業№ 5-05-03 

決算額 

（単位：円） 

5-05-01 

に一括記載 

 

 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金  

     

事業概要 

（目的） 

身体の虚弱な高齢者に対し、老人デイサービスにおける便宜の供与を行い、高

齢者の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を防止す

る為に自立支援を目的とした生活機能訓練及び社会交流の場の提供として、身体

機能の向上のための機能訓練、調理や掃除、洗濯といった生活機能向上のための

トレーニングその他介護予防のために必要と認められる日常生活支援を行う。 

・定員５名／日 

 

 

事業内容 

○元気アップデイサービス通所事業 

・健康チェック・給食サービス・入浴サービス・送迎サービス 

・日常動作訓練 

・相談、援助等の生活指導 

○利用実績   ※現在、登録者は５名 

 

延利用者数 ３１４名   年間サービス日数 ２５６日 

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1 月 2月 3月 

16 23 23 19 25 30 31 32 30 27 24 34 

 

 

【その他】 

・山田小学校（３、４年生）福祉施設訪問の受入 
・山田中学生によるランチョンマツト配布 

・自衛消防訓練（１０月、２月） 

 

 

事業成果 

年間事業収入の目標値を超えることができなかった。 

それまでの元気アップ対象者が総合事業や介護に移行したり、新型コロナウイ

ルス感染症の拡大で利用を控えるなど、デイサービスへの通所に不安を感じられ

る方が多いようである。 

年間事業収入：1,297,200円／月平均事業収入：108,100円 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
介護保険等事業 
食の自立支援事業（山之口） 

事業№ 5-06 

決算額 

（単位：円） 
5,934,370 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

  5,028,648  905,722 

事業概要 

（目的） 

在宅で調理が困難な１人暮らし高齢者や老夫婦に対して、栄養バランスのとれた

食事を届けるとともに安否確認を行う。いつまでも住み慣れた在宅暮らしを継続す

るための一助とする。山之口・高城地区を事業エリアとしている。 

 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・通所介護事業従事調理員が調理して、利用者宅に配達している。利用者の嗜好 

を考慮し、希望に沿うようにしている。 

 ・個人対応として、「きざみ食・一口大」や苦手な食材を工夫して提供している。 

 

【研修等】 

・デイサービス職員との合同ミーティング月１回 

 ・配食サービス事業所合同研修（年２回） 

 ・調理師研修 

 ・配食サービス事業所意見交換会（都城市役所） 

 

 

【実績】 

配食件数 （夕食のみ配布） 

○配食実績  延数 4566食 

4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 

361 382 361 383 358 372 397 432 397 368 362 393 

 

 

 

 

事業成果 

実践目標である年間事業収入、月平均事業収入ともに目標値を 28％ほど下回る

こととなった。 

本事業については、競合他事業所も多く、1日 1食しか提供できない中で、利用

者数としては、ほぼ横ばい状態で推移している。 

年間事業収入：5,028,648円／月平均事業収入：419,054円 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
介護保険等事業 

 山之口・高城地区地域包括支援センター事業 
事業№ 5-07 

決算額 

（単位：円） 
34,486,050 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

  23,393,500  11,092,550 

事業概要 

（目的） 

高齢者が住みなれた地域で出来る限り継続して生活していけるように、介護、医

療サービスをはじめとする多様な支援を連携させた地域包括ケアと、多様な相談を

受け連絡・調整を行うワンストップサービスを提供する。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

①介護予防ケアマネジメント（1,512件／年） 

②総合相談支援業務（5,722件／年） 

③権利擁護事業 24件 

④包括的・継続的ケアマネジメント業務 

⑤介護予防支援業務（1,168件） 

【諸会議など】 

・地区介護支援専門員等連絡会議：３回／年、総会（書面決議）１回／年 

・山之口／高城地区民生委員児童委員協議会定例会：５回／年 

・都城市地域包括支援センター管理者会議：月１回（第３水曜日） 

・自立支援型地域ケア会議（市主催）事例６回／助言者６回 

【その他】 

・九州ブロック地域包括支援センター協議会セミナー（中止） 

・地域包括支援センター実務者研修（中止） 

・県地域包括支援センター協議会職員研修（中止） 

・認知症推進員現任研修（中止） 

・事例検討会（介護支援専門員等連絡会が中止の為実施出来ず） 

事業成果 

こけないからだづくり講座開催地区拡大の取り組み：コロナの影響により休止す 

る地域が多数あり、新規拡大に取り組めなかったが、地区によっては少しずつ開催

の動きもあり、フォローを行った。 

山之口地区、高城地区での圏域地域ケア会議の開催：初めての開催を行った。事 

例を元に、圏域での生活支援や資源開発について協議を行うことができた。今後は

回数を充実させ、継続していきたい。 

主任ケアマネジャーを目指すケアマネジャーの育成とプラン件数の管理：主任ケ 

アマネジャー取得に向けて、主任の視点である圏域ケアマネの指導的役割や地域資

源との協働、困難事例への対応など積極的に実績を積み上げ、育成が図られた。 

２包括間の業務標準化について段階的に進めており、本包括内業務整理だけでな 

く、山田・高崎包括との職種間の連携も推進できた。両職員の異動が容易になる点

や、新規職員に対してもマニュアルが示せることで不安や混乱の低減につながって

おり、包括間の職員交流を継続しながら、継続したい。 

離職等により職員体制が安定しない中、今年度は事務職員の配置を行ったが、職 

種の業務負担の根本的な軽減にはつながっていないため、介護予防ケアマネジメン

トについては、今後とも積極的に委託を進める必要がある。 



  81 

事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
介護保険等事業 
 山田・高崎地区地域包括支援センター事業 

事業№ 5-08 

決算額 

（単位：円） 
35,308,960 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

  23,380,000  11,928,960 

事業概要 

（目的） 

介護を必要とする高齢者等が住みなれた地域での生活を継続していけるように、

介護、医療サービスをはじめとする多様な支援を継続的かつ包括的に提供し、多様

な相談を受け、連絡・調整を行うワンストップサービスを実践する。 

○包括的支援事業 

介護予防ケアマネジメント、総合相談支援業務、権利擁護事業、包括的・継続的

ケアマネジメント業務、地域ネットワークの構築 

○介護予防支援および介護予防・日常生活支援総合事業第１種支援 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

① 介護予防ケアマネジメント： 

こけない体づくり講座を山田地区２４か所、高崎地区２９か所を推進した 

今年度は新規で高崎地区１か所を開設した 

② 相談支援業務：総件数は延べ 3,673件 

③ 権利擁護事業：虐待対応件数 ７件 

④ 介護予防支援業務:要支援者および事業対象者に対する介護予防・日常生活総

合事業に関するケアマネジメント 970件（うち委託は 780件） 

⑤ オレンジカフェの開設 

  高崎地区・・前田地区 

山田地区・・中霧島地区、北山田地区、南山田地区、是以川内地区（説明会） 

【諸会議など】 

○山田・高崎地区介護支援専門員連絡会議：年４回実施 

○民生委員児童委員意見交換会 

○地域密着型通所およびグループホーム運営推進会議（書面） 

○地域包括支援センター連絡会議：１1回、管理者会議：１1 回 

○地域包括支援センター・各職種別会議  

〇ケース会議主催３回 

【その他】 

 

事業成果 

諸活動自粛のため、対面会議等はほとんど実施できなかったが、山田・高崎地区 

介護支援専門員等連絡協議会はＷＥＢにて３回、対面にて１回実施することができ

た。高崎地区ではオレンジカフェを新たに前田地区で開設できたが、昨年立ち上が

った縄瀬地区では活動休止となった。山田地区では令和４年度に４地区にて開設予

定であり、今年度は説明会を行った。身近な場での認知症支援や予防の取り組みと

して、今後とも重点的に取り組む予定である。 

自立支援型地域ケア会議に提出するケアプランについては包括内でのブラッシ 

ュ・アップやモデル包括からの助言・指導を受け、プランの質の向上につながった。 

精神疾患や認知症の家族を支える高齢世帯も顕在しており、課題も複雑化してい 

る。多様な専門機関や住民との連携を推進しながら、チームアプローチによる支援

を強化したい。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
保育園事業 
子育ち応援課事務局 

事業№ 6-01 

決算額 

（単位：円） 
25,968,947 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    25,968,947 

事業概要 

（目的） 

・２認定こども園及び保育園の庶務全般に関すること 

・認定こども園及び保育園の経営に関すること 

・児童館の指定管理に関すること 

・放課後児童クラブの受託運営に関すること 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・庶務全般に関すること 

①各園の予算執行（人件費含む）及び備品管理 

②人事管理(職員採用、処遇改善等)、従業員支援プログラム 

 ③保守・業務委託契約 

 

・認定こども園及び保育園の経営及び児童館の指定管理及び放課後指導クラブの

受託運営に関すること 

  ①各施設の行事対応及び資質向上に関する指導及び助言 

 ②県・市認定こども園協会及び市保育課・こども課との連携(申請、報告含む) 

 ③職員研修企画及び実施 

 ④園長会・副園長、主任部会の主宰に関すること(月１回) 

 

【諸会議など】 

・定例経営会議 

・理事会、評議員会 

・園長会(課内、都城市認定こども園協会) 

・質の向上を目的に階層、年代別の研修と個人面談(２回) 

正規職員研修(4/9)、主幹研修(奇数月) 

20代研修(10/14)、30代 40代研修(11/11)、50代研修(12/23) 

・セルフケア研修(全体研修)および職員全体研修(7/16) 

ラインケア研修(12/6) 

 

【その他】 

・課長・園長コンサルティング①（7/29）、②（11/8） 

・カウンセリング(月１回２枠) 

 

事業成果 

谷頭こども園建て替えにおいては、選考委員会を 7月に立ち上げ 8月に設計業

者を選定した。その後設計士と定期(月 2回)協議を行っている。 

その他、職員の資質向上をはかるため、計画的に研修を企画しコロナ禍において

もスキルアップをはかった。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 

保育園事業 
幼保連携型認定こども園運営事業 
（おおむたこども園） 

事業№ 6-02 

決算額 

（単位：円） 
122,789,767 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

   4,377,280 118,412,487 

事業概要 

（目的） 

認定こども園法に基づき、幼稚園的機能と保育所的機能の両方の機能をあわせ

持つこども園の運営事業｡ 

・諸事業～季節時期に応じたもの 

・各研修会への参加、保護者行事、研修会 

・こども園地域活動事業  

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・わんぱくフェスティバル、夕涼み会、ウナギの放流、遊びと学びの発表会、餅つ

き、めのもちつくり、正月遊び、豆まき、シイタケのこまうち、卒園修了式、遠

足 

〇教育保育の質の向上 

・３歳未満児の担当制保育の充実(公開保育1回・吉本和子氏リモート研修など) 

・３歳以上児縦割り教育保育の充実(自己選択、自己徹底できる室内環境と冒険的

園庭の充実) 

・キャリアアップ研修、特別な配慮が必要な児童の教育保育 

・和食中心の献立の充実(肉、魚、卵などを使った主菜と副菜の一汁３菜の実行) 

〇地域の子育ち支援の事業と関係機関との連携 

・園庭開放、ぽかぽかひなた、冒険あそび場in縄瀬  
【諸会議など】 

・３歳以上児カンファレンス(毎週金)、育児担当制カンファレンス（毎週月） 

・各行事起案検討会・その他必要に応じて  
【その他】 

・絵本読み聞かせ(縄瀬小２回) 

・地域の児童クラブ絵本の貸置き(３０冊/月×１２)  

事業成果 

定員 85 人(１号 15人、2号 34人、3号 36人)に対し 79人（91%）の登録であ

った。毎月の園内研修や広報活動を行うなか次年度より送迎バス運行を実施する

体制を整えた。しかしながら、出生率低下で入園児数の減少傾向を見据え定員を

75人(1号 15人、2号 23人、3号 37 人)への見直しを行った。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 

保育園事業 
幼保連携型認定こども園運営事業 
（谷頭こども園） 

事業№ 6-03 

決算額 

（単位：円） 
145,350,909 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

   3,542,850 1,418,018,059 

事業概要 

（目的） 

谷頭こども園の運営事業 

・諸事業:季節、時期に応じたもの 

・各種研修会への参加 

・保護者会行事、研修 

・こども園地域活動事業 

 

  

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・行事：七夕まつり、秋のわくわくフェスティバル、かかしっこ発表会、クリスマ

ス会、餅つき、繭のもち、豆まき、ひな祭りわらべ歌会、卒園式、遠足、クッキ

ング 

・地域活動事業地域子育て支援：ぽかぽかひろば、学びませんか、冒険あそび場 

園開放 

  
【諸会議など】 

・各種会議への参加／保護者会、各年齢部会、職員会議等 

３園園長会、副園長・主任部会、主幹部会、リーダー部会、給食部会 

・認定こども園協会定例会（園長会、主幹部会） 

  
【その他】 

・各種研修への参加：社会福祉協議会主催研修会、子育ち応援課主催研修会、自主

研修、子育て講演会、市及び県認定こども園協会主催研修会、キャリアアップ研

修、公開保育(社協３園 市認定こども園)など 

  

事業成果 

定員 105 人(1号 15人、2号 48人、3号 42人)に対し、103 人（98%）の登録で

あった。毎月園内研修を行い、児童館で行う子育て支援等の案内も含め広報活動を

行ったがコロナ禍も重なり参加がほとんどなかった。 

また、ホームページの更新を行い、その中の園長だより等を読み2件だが入園に

繋がった。しかし保護者の場合は、アンケート調査で見ていないところが多い事が

分かり、キッズリー(保護者向けのアプリ)を主に情報を発信することにした。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
保育園事業 
保育園事業（縄瀬保育園） 

事業№ 6-04 

決算額 

（単位：円） 
58,277,524 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

   467,450 57,810,074 

事業概要 

（目的） 

縄瀬保育園の運営事業 

・諸事業・季節・時期に応じた物 

・各種研修会への参加 

・保護者会行事・研修会 

・保育園地域活動事業 

 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・行事：春の遠足、あくまきつくり、夕涼み会、わんぱくフェスティバル、ウナギ

の放流（５歳児交流会）、ハロウィンパレード（地域交流会）、遊びと学びの発表

会餅つき、シイタケのコマうち、卒園式 お別れ遠足、冒険あそび in縄瀬 

・保護者会行事：個人面談、サンタさんの家廻り 

・地域活動事業：高齢者と交流、民生委員児童委員視察、交流、小学校との交流（あ

くまきつくり、おもちゃあそび体験）、オレンジカフェ（蔵元地区） 

 

【諸会議など】 

・保護者会理事会(年４回) 

・園長会、副園長・主任部会、給食部会、認定こども園園長会（月１回） 

・認定こども園主幹部会（リモート）、地区担当会議 

・職員会 

 

 

【その他】 

・絵本読み聞かせ(縄瀬小、笛水小年５回程度) 

 

 

事業成果 

「縄瀬保育園のこれから」について、定期協議を４回計画していたが、１回の

みとなった。整備計画の一つとして、将来、放課後等デイサービス機能を想定し

サービス管理責任者の資格取得(毎年１回)を計画していたが受講できなかった。 

しかし、入園児数は定員 30 名(2 号 18 人 3 号 12 人)で 33 名 110%の登録となり

次年度も 100％達成できる見込みである。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
保育園事業 
谷頭児童館運営事業 

事業№ 6-05 

決算額 

（単位：円） 
4,383,457 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

  4,326,000  57,457 

事業概要 

（目的） 

山田谷頭児童館の指定管理（期間/令和２年度～令和６年度） 

１．育児相談（随時） 

２．季節に応じた行事 

３．地域子育て支援事業等への参画 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

１．育児相談関係 

 ・ぽかぽかひろば（毎週木曜日）新型コロナの影響で参加者なし 

 ・こけない体操（毎週水曜日）の実施（小学生のみで数回実施） 

   ・ＩＨクッキング教室時の相談 

２．季節に応じた行事 

 ・ハロウィンパーティ  ・冬の遊び 

 ・エコ活動（野菜の栽培と収穫、花壇の整備、廃材工作、ゴミ拾いなど） 

３．地域子育て支援事業等への参画 

 ・小学校との定期会議開催 

 ・地域の子育て支援事業者との連携（地区社協 「つくしんぼ」支援センター） 

ハロウィンパーティ、冬の遊び 

 

 

【諸会議など】 

・児童館定例会議（５回実施）  

・子育て支援会議（地区社協つくしんぼ １回実施） 

・地域座談会（書面） 

・職場内ケース会議（随時） 

 

 

【その他】 

・避難訓練、防犯訓練、英語で遊ぼう 

 

 

事業成果 

コロナ禍で当初計画していた諸行事並びに広報啓発活動を実施することができ

なかった。 

令和 3年度：利用実績は 1,810人 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（   ） 

事 業 名 
保育園事業 
谷頭児童館放課後児童クラブ運営事業 

事業№ 6-06 

決算額 

（単位：円） 
8,167,682 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

  8,103,882 63,800  

事業概要 

（目的） 

山田谷頭児童館放課後児童クラブの受託運営 

１．登録児童の放課後居場所の提供 

２．季節に応じた行事 

３．遊びの見守りと提供 

４．学習の見守り 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

１．放課後居場所の提供 

・遊びの環境整備（興味や関心に応じた応答的な環境づくり） 

・集団や個別による戸外遊び 

２．季節に応じた行事 

・ハロウィンパーティ、クリスマス会、冬の遊び、豆まき等 

・エコ活動（野菜の栽培と収穫、花壇の整備、廃材工作、ゴミ拾いなど） 

３．遊びの見守りと提供 

・遊具や道具の組み合わせ遊び 

・運動遊び（縄跳び、跳び箱、一輪車、サッカー、ドッジボール、バドミント 

ン、羽根つき、竹馬、鬼ごっこ等） 

・昔遊び（かくれんぼ、だるまさんがころんだ、はないちもんめ） 

・折り紙、ビーズ遊び、プラ板等  

４．登録児童数 

4月 28 人、5月 26人、6月 26人、7月 25人、8月 25人、9月 25人 

  10月 24 人、11月 23人、12月 22 人、1月 19人、2月 19 人、3月 17人 

                         ※ひと月平均 24人 

【諸会議など】 

・児童館定例会議（５回） 

・子育て支援会議（つくしんぼ１回） 

・地域座談会（書面） 

・職場内ケース会議 

 

【その他】 

・避難訓練、防犯訓練、英語で遊ぼう、こけない体操 

 

事業成果 

定員 27 人に対し最終的（3月）には 24人の登録（89％）となった。 

子どもの人権を尊重し、自己判断(遊びの自由な選択、おやつと宿題の順番)で行

動ができる保育を行った。それにより子どもたちは見通しを立てられるようにな

り、それぞれに自信がつき成長がみられる。 
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４.団体事務・関連事業 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他(団体事務) 

事 業 名 都城市民生委員児童委員協議会 事業№ － 

決算額 

（単位：円） 
17,270,410 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

 5,274,000  10,903,970 1,092,440 

事業概要 

（目的） 

都城市民生委員児童委員協議会（以下「市民児協」という。）は都城市内の１５地

区の民生委員児童委員協議会（以下「地区民児協」という。）の連絡調整等を行うた

めに設置し、民生委員児童委員信条に則り、会員相互の連携及び親睦を図るととも

に、会員の資質の向上に努め、民生委員・児童委員活動を推進し、もって社会福祉

の発展に寄与することを目的とする。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

（1）民生委員児童委員活動相互の連絡及び調整に関すること 

（2）民生委員児童委員に関する資料及び情報の収集に関すること 

（3）民生委員児童委員として必要な知識及び技術の修得に関すること 

（4）行政機関及び関係団体との連絡調整に関すること 

（5）行政機関の業務に対する協力及び意見具申に関すること 

（6）地区民児協の連絡調整及び指導助言に関すること 

（7）前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要なこと 

 

【諸会議など】 

（1）会長会の実施（毎月上旬） 

（2）４役会の実施（毎月下旬） 

（3）総会の実施（書面決議） 

 

【その他】 

（1）研修会の実施 

・専門部会（7/9、10/15）※8/17、9/10中止 

・主任児童部会（6/10）※1/14中止 

・視察研修（中止） 

・ブロック別研修（各地区にて映像配信） 

・合同研修（中止） 

 

事業成果 

15地区中 10地区の定例会に出向き、地区での実態把握に努めた。 

福祉座談会等はコロナ禍のため実施できなかったが、地域住民の理解促進のた

めに紹介動画やチラシの作成を行った。 

新たな人材発掘については、令和 3年度中に新たに委嘱された委員が 8名、辞職

された委員が 3名、全体で 5名の増員となった。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他(団体事務) 

事 業 名 都城市社会福祉施設等連絡会事務局 事業№ － 

決算額 

（単位：円） 
384,960 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    384,960 

事業概要 

（目的） 

 都城市社会福祉施設等連絡会は、市内の社会福祉施設や学校、医療機関、行政機

関などが相互に連携し、それぞれの地域において福祉活動をいっそう高めること

を目的として結成されている。社会福祉施設が長年積み重ねた福祉についての専

門的な知識・技術・機能を、地域住民のために貢献できるよう様々な研修等を行い、

施設で働く職員がより専門性を持つための人材育成に努め、施設間の横の連携を

深め、地域福祉活動の更なる推進を目標としている。 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・地域福祉関係団体、その他関係する団体との連携・協働 

・児童関係施設部会、障害児者関係施設・学校部会、高齢者関係施設部会、デイサ

ービス関係施設部会、在宅部会において、それぞれの部会が計画するオンライン

研修会の実施 

・都城市社会福祉施設等連絡会の加盟施設情報やメッセージを掲載した「都城市社

会福祉施設等連絡会アーカイブ」を全加盟施設へ配布 

・１５地区社会福祉協議会と、加盟施設を対象とした「地域貢献に関するアンケー

ト調査」の実施 

【研修等】 

・「施設でコロナ陽性者が出たときの対策について」4/19～4/30 ※動画視聴研修 

・「コロナ禍におけるメンタルヘルス」  10/7 参加者： ２４名 

・「支援の必要な子への対応について」 10/18 参加者：１０５名 

・「ＢＣＰ作成後の訓練方法について」 11/8 参加者： ２７名 

・「ＩＣＴ導入がもたらす効果について」1/14 参加者： ２０名 

【諸会議など】 

・総会（6/1 書面） 

・三役会（第１回：4/26 第２回：3/18） 

・役員会（第１回：3/22） 

・各部会による会議、打ち合わせ会（全１０回） 

（児童部会：6/29、2/17 障害部会：7/12、2/24 高齢部会：7/9、2/18 

デイサービス部会：7/9、3/8 在宅部会：7/19、3/8） 

 

事業成果 

施設等連絡会加盟施設数の増加と、活動内容の周知を目的に都城市内の未加盟

施設（178施設）へチラシを配布し、新たに 1施設が障害児者関係施設・学校部

会へ入会した。 

15 地区ごとの地域・福祉施設意見交換会は、新型コロナウイルス感染症の影響

により実施できなかったが、各地区社会福祉協議会と加盟施設を対象とした「地域

貢献に関するアンケート」を実施し、地域の福祉ニーズと各施設の地域貢献への取

り組み状況を調査することができた。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（関連事業） 

事 業 名 みやざき安心セーフティネット事業 事業№ － 

決算額 

（単位：円） 
0 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

 
    

事業概要 

（目的） 

本事業は、事業の趣旨に賛同する社会福祉法人（施設）が、社会福祉協議会や民

生委員・児童委員、関係機関等と連携・協働しながら、地域の方々の生活上の困り

ごと等に対して、相談援助を行うとともに、今日明日の食べ物にも困る等の逼迫

した状況にある場合には現物給付による経済的援助を行う事業である。 

 

 

事業内容 

【実施した内容】 

（１）総合生活相談事業の実施 

生活自立相談センターに寄せられる生活に困窮する世帯に対し、関連する都城

市内の事業所と連携し、みやざき安心セーフティネットによる支援を実施 

 

（２）経済的援助（現物給付） 

（支援世帯数）１世帯 

電気・ガスなどのライフライン支払い及び医療機関受診支援 

 

 

 

【諸会議など】 

 

 

 

【その他】 

・その他事業を推進する上で必要な事 

 

 

事業成果 

本事業に参画している社会福祉法人と地域の意見交換会については、新型コロナウ

イルス感染感染症の拡大により、実施することができず、計画にとどまった。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他(団体事務) 

事 業 名 都城市社会福祉普及推進校連絡会 事業№ － 

決算額 

（単位：円） 
1,667,859 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

   1,654,000 13,859 

事業概要 

（目的） 

学校と地域における福祉教育の推進を図る。都城市社会福祉普及推進校連絡会

の活動を充実させるとともに、各発達段階に応じた継続的、且つ地域における様々

な課題を我が事として考え、実践につなげられる福祉教育を展開する。そのため

に、地区担当者や地域関係者との連携を図りながら進めていく。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

① 各学校への福祉教育の取り組み 

従来の体験学習に加え、新たなプログラム（コロナ禍を通して考える学習、地

域福祉の理解等）の実践 

② 各学校の取組について推進校連絡会加盟校や地域へ発信 

 

 

【諸会議・研修会など】 

・都城市社会福祉普及推進校連絡会総会（書面総会 6/11） 

・都城市社会福祉普及推進校連絡会役員会（5/26、6/7） 

・令和３年度福祉教育・ボランティア学習実践研修会（中止） 

 

 

【その他】 

・令和３年地域における福祉教育推進研修会（8/12） 

・全国福祉教育推進員研修（9/6 ｵﾝﾗｲﾝ） 

・福祉教育実践報告会（3/8） 

・都城聖ドミニコ学園高等学校とのミーティング（3/18 ｵﾝﾗｲﾝ） 

・日本福祉教育・ボランティア学習学会第２７回埼玉大会（11/27、28 ｵﾝﾗｲﾝ） 

 

 

事業成果 

社会福祉普及推進校連絡会加盟校に対し、総会資料とともに福祉教育ガイドブ

ック（2冊）を配布し、周知と活用に努めた。 

コロナ禍でこれまでの体験を中心とした総合的な学習プログラムについは、令

和 2年度より各小・中学校の IT環境が整備されたことでオンラインでの授業が

可能となり、当事者と学校をつないでの新たな授業方法に取り組むことができ

た。 

65校中 23校（目標 15校）で実施。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他(団体事務) 

事 業 名 みやこんじょボランティアネットワーク 事業№ － 

決算額 

（単位：円） 
162,970 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

   87,000 75,970 

事業概要 

（目的） 

会員の高齢化に伴う組織の衰退により、ＶＯ団体の継続が困難になりつつある。

「みやこんじょボランティアネットワーク」では、これまでの縦の繋がりだけでは

なく、横の連携や団体の枠を超えた繋がりを強化し、多くの団体と協力・協働でき

る体制を構築し、若者世代や企業とも連携できる組織として活動する。 

 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

・みやこんじょボランティアネットワーク設立総会（4/21） 

 ３０団体（個人４名含む）が加盟した組織が誕生し、新たな活動に向け始動。 

・加盟団体へ会員数などを調査。本ネットワークに加盟している会員が 1,972名 

と確認。 

・県下一斉ボランティアの日 

（9/25、10/9、10/30、11/13、10/9、11/12） 

⇒コロナ対策として規模縮小し実施。妻ケ丘、中郷、沖水、祝吉の４地区実施。 

・ボラネットとして活動したのは上記県下一斉となるが、ＶＯ連ごとにコロナ禍を 

踏まえ清掃活動や各種ボランティアの取り組みを推進している。 

 

【諸会議など】 

①ボラネット役員会 ３回（6/30、11/12、3/17） 

②宮崎県市町村ＶＯ連理事会（6/28、3/3 ｵﾝﾗｲﾝ） 

 

【その他】 

・宮崎県市町村ＶＯ連県南ブロック研修会（11/20）（担当：都城市） 

 参加：日南市、小林市、小林市須木、串間市、えびの市、三股町、高原町、都城市 

 参加者：延べ１５名（都城市）（県南ブロック総数：５４名） 

・県南ブロック研修会に向けてボラネット会員アンケート及びヒアリング 

 ヒアリング：①11/8（月）山之口町ＶＯ連、②10/14（木）高城地区ＶＯ連、 

③10/15（金）山田町ＶＯ連 

・みやざき交流集会 Branch Meeting「福祉の近未来博覧会」（9/28 ｵﾝﾗｲﾝ） 

ボラネット会員延１５名参加 

 

事業成果 

会員の情報交換、交流の場として、11 月に都城エリアで宮崎県市町村ボランテ

ィア連協県南ブロック研修会を開催。事前にアンケート及びヒアリングを実施し、

各団体・個人の想いを受け止め、コロナ禍を踏まえた新しい活動や、災害時などに

よるボランティアの力が復興に向けた大きな力になることの再認識につなげられ

た。 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他(団体事務) 

事 業 名 みやこんじょボランティアフェスティバル 2022 事業№ － 

決算額 

（単位：円） 
1,083,473 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

   947,300 136,173 

事業概要 

（目的） 

地域共生社会の実現に向けて、自らが主体的に社会に参加するボランティア活

動は重要となっている。ボランティアフェスティバルを通して、多様なボランティ

ア・市民活動を知り、共に考え、体験し、実践できる市民への発信を目的とする 

事業内容 

 

【実施した事業内容】 

【目的・趣旨】 

メインテーマ「おかえり、ボラフェス。～やさしさ発見！大冒険！」 

オンライン配信（R4.2.1～9.30）の継続、学生企画をコンセプトとした集合型の

ミニフェス（R4.2.6）の二刀流開催を予定したが、オンライン配信のみとなった。 

【オンライン配信内容】 

動画配信①「オープニングアトラクション」 

予告動画、実行委員長、都城市長、島津会長挨拶、2/6ミニフェス中止お知らせ

を配信。また、2/1に９９歳を迎えられた「みやこんじょボランティアの父」こと

立山静夫氏のこれまでの歩みも紹介 

配信動画②「それいけ！ぼんちキッズ！」 

小・中学生にスポットを当て、抱負やメッセージを配信。さらに、ＳＤＧsの関

連企画や、地域で子どもたちと一緒に活動している取り組みなど紹介 

配信動画③「幸子がゆく！～The Sachiko Take～」 

都城市社協の「幸子」が、様々な企画に挑戦。奇想天外の企画から、クスっと笑

える内容まで目白押し 

動画配信④「あなたの「ちいき」ついて行ってもいいですか？」 

都城市内の様々なお宝（社会資源等）紹介。民生委員児童委員の活動紹介も配信 

動画配信⑤「あつまれボランティアの森（あつボラ）」 

ボランティア活動や体験にスポットを当てたコーナー。長年ボランティア活動

を続けている団体や学生と地域のコラボ活動の紹介など幅広く配信 

動画配信⑥「#（ﾊｯｼｭﾀｸﾞ）ちょいボラマルシェ」 

 ミニフェスで予定していた学生の活動紹介や、様々な企画をオンライン紹介！ 

【諸会議など】 

・プロジェクトチーム及びコーナー定例会、実行委員会（12/20） 

【その他】 

・市内掲示板にポスター展示、オンラインミーティング（ドミニコ学園高等学校） 

・令和４年２月１日～４月１４日時点で総視聴回数７，７７０回 

事業成果 

規模縮小と学生を中心とした企画を事業目標としたが、ミニフェスは度重なる

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により中止となった。しかし、各テーマに沿

った内容の動画を配信することでボランティア団体などのＰＲにつながり、多く

の方が知るきっかけとなった。さらに、福祉教育や学校のボランティア部などに焦

点を当てた配信もあり、学校とオンラインミーティングの実施など次年度につな

がる学生を巻き込んだ企画が実現した。 
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５．宮崎県共同募金会 

   都城市共同募金委員会 
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（１） 募金の概要 

◆令和３年度赤い羽根共同募金運動 

１ 基本方針 

 赤い羽根共同募金運動は、昭和２２年に戦後復興の一助である「国民たすけあい運動」と

して始まり、本年度で７５年目を迎える助け合いの仕組みである。 

この間、共同募金が「赤い羽根募金」として定着していく一方で、時代の変化とともに運

動の目的や解決すべき課題への理解や共感よりも、寄付を集めることだけが意識されるよう

になり、それに伴い募金額も平成７年をピークに年々減少している状況である。 

一方で共同募金に期待される役割は拡大しており、本市においても、中央共同募金会およ

び県共同募金会が示す改革の方向性に沿いながら、７０年答申で示された「参加と協働によ

る『新たなたすけあい』の創造」を実現するために、共同募金本来の趣旨に立ち戻り、「じぶ

んのまちを良くするしくみ」として“活かされる募金”“見える募金”を目指し、事業を展開

する。 

 

２ 運動の推進 

（１）組織及び活動方法 

関係組織・団体との連携を密にし、募金・助成計画の策定、市民参加の促進、広報活動、

寄付者・募金額の確保に努めた。 

（２）事務局 

   都城市共同募金委員会の事務局を、都城市社会福祉協議会内（都城市松元町４街区 

１７号 電話：２５－２１２３）に置き、運動を推進した。 

 

３ 共同募金目標額 

（１）一般募金目標額      ２７，０００，０００円 

（２）歳末たすけあい募金     ３，９７６，０００円 

 

４ 一般募金計画 

（１）一般募金計画 

№ 募金の方法 目標額（円） 実績額（円） 実施協力団体等 

1 戸 別 募 金 16,520,000 11,216,885 自治公民館組織、行政協力員、班長 

2 法人･篤志家募金 3,640,000 3,680,878 民生委員児童委員 

3 街 頭 募 金 1,080,000 515,971 ボランティア、福祉団体、民主団体 

4 学 校 募 金 1,830,000 842,349 
保育所(園)、幼稚園、小中高校、専

門学校、大学 

5 職 域 募 金 2,260,000 1,021,178 企業、官公庁、その他の団体 

6 興 行 募 金 890,000 238,265 
イベント等の益金を寄付いただく

もの 

7 空缶募金･その他 780,000 757,745 
職場や家庭で空缶や貯金箱で貯め

た募金を寄付いただくもの 

 合 計 27,000,000 18,273,271 67.6％ 

◎令和２年度募金実績による令和３年度Ｂ助成額：10,195,027円 
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５ 歳末たすけあい募金計画 

（１）歳末たすけあい募金計画 

№ 募金の方法 目標額（円） 実績額（円） 実施協力団体等 

1 戸 別 募 金 2,470,000 2,492,907 自治公民館組織、行政協力員、班長 

2 法人･篤志家募金 240,000 335,461 民生委員児童委員 

3 街 頭 募 金 380,000 34,230 ボランティア、福祉団体、民主団体 

4 学 校 募 金 360,000 460,915 
保育所(園)、幼稚園、小中高校、専

門学校、大学 

5 職 域 募 金 270,000 141,203 企業、官公庁、その他の団体 

6 興 行 募 金 200,000 0 
イベント等の益金を寄付いただく

もの 

7 空缶募金･その他 56,000 13,540 
職場や家庭で空缶や貯金箱で貯め

た募金を寄付いただくもの 

 合 計 3,976,000 3,478,256 87.5％ 

◎令和３年度歳末たすけあい募金実績による令和３年度助成額：3,338,256円 

 

６ 運動期間 

（１）一 般 募 金        １０月１日～１２月末日 

（２）歳末たすけあい募金      １２月１日～１２月末日 

（３）テーマ型募金※都城市は未実施  １月１日～ ３月末日 

 

７ 災害義援金（令和３年度受付分：R4.3.31現在） 

（１）熊本県南豪雨災害義援金              11,154円 

（２）令和３年７月豪雨災害義援金（中央共同募金会）   13,916円 

（３）令和３年８月佐賀県豪雨災害義援金          1,000円 

（４）令和３年長野県茅野市土石流災害義援金        2,000円 
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（２） 運営委員会・監事・推進委員会・審査委員会名簿 

◆運営委員会 

 任期：令和４年４月１日～令和６年３月３１日（R4.3.31現在） 

№ 役職 選出区分 氏名 

1 会長 日興建設株式会社（企業代表） 木 脇 義 紹 

2 副会長 都城市自治公民館連絡協議会 柿木原 康 雄 

3 副会長 都城市民生委員児童委員協議会 米 吉 春 美 

4 運営委員 都城市社会福祉協議会理事 島 津 久 友 

5 運営委員 都城市社会福祉協議会理事 杉 元 智 子 

6 運営委員 妻ケ丘地区自治公民館連絡協議会 堀 川   渉 

7 運営委員 小松原地区自治公民館連絡協議会 平 嶋 弘 平 

8 運営委員 五十市地区自治公民館連絡協議会 明 利   克 

9 運営委員 横市地区自治公民館連絡協議会 中 川 敏 夫 

10 運営委員 祝吉地区自治公民館連絡協議会 今 村   昇 

11 運営委員 沖水地区自治公民館連絡協議会 三 島 美 蔓 

12 運営委員 志和池地区自治公民館連絡協議会 東 郷 泰 公 

13 運営委員 庄内地区自治公民館連絡協議会 前 田 和 憲 

14 運営委員 西岳地区自治公民館連絡協議会 古 江 健 一 

15 運営委員 中郷地区自治公民館連絡協議会 鬼 束   巌 

16 運営委員 山之口地区自治公民館連絡協議会 有 川 俊一郎 

17 運営委員 高城地区自治公民館連絡協議会 前 田 洋 美 

18 運営委員 山田地区自治公民館連絡協議会 平 山 良 照 

19 運営委員 高崎地区自治公民館連絡協議会 

R3.4.1より 

村 吉 昭 一 

中 島 幸 雄 

20 運営委員 都城市民生委員児童委員協議会 﨑 田 とみ子 

21 運営委員       〃 坂 元 京 子 

22 運営委員       〃 萬 德 雄一郎 

23 運営委員 都城市小中学校長会 

R3.4.1より 

柳 田 哲 男 

川 越 広 幸 

24 運営委員 都城商工会議所 田 爪 邦 士 

25 運営委員 都城市社会福祉施設等連絡会 川 崎   弘 

26 運営委員 都城市福祉事務所 黒 木 千 晶 

27 運営委員 ボランティア代表 

R3.4.1より 

猪ヶ倉 タエ子 

新 原 明 義 

 

◆監事 

 任期：令和４年４月１日～令和６年３月３１日（R4.3.31現在） 

№ 役職 選出区分 氏名 

1 監事 税理士事務所 溝 口 昭 人 

2 監事 税理士事務所 別 府 裕 一 
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◆推進委員会 

 任期：令和４年４月１日～令和６年３月３１日（R4.3.31現在） 

№ 役職 選出区分 氏名 

1 委員長 日興建設株式会社 相談役 木 脇 義 紹 

2 副委員長 都城観光協会 会長 堀之内 芳 久 

3 副委員長 吉原建設株式会社 相談役 岩 元 光 男 

4 推進委員 霧島ホールディングス株式会社 管理本部長 堀之内 宏 俊 

5 推進委員 土持産業株式会社 常務取締役 土 持 静 子 

6 推進委員 都城地区製材業協同組合 専務理事 

R3.4.1より 

外 山 正 志 

前 田 俊 一 

7 推進委員 都城まちづくり株式会社 専務取締役 渡 邊 一 生 

8 推進委員 株式会社ホテル中山荘 支配人 千 町 泰 希 

9 推進委員 南日本酪農協同株式会社 総務部長 大 原 国 男 

10 推進委員 有限会社四季設備 代表取締役 四 季 信 一 

11 推進委員 株式会社九南 副社長 安 田 紳一郎 

12 推進委員 九州電力株式会社都城営業所 営業所長 江 上 博 和 

13 推進委員 住友ゴム工業株式会社宮崎工場 工場長 安 井 一 男 

14 推進委員 株式会社宮崎銀行都城営業部 執行役員営業部長  後 藤 雅 彰 

15 推進委員 都城農業協同組合 総務金融担当常務理事 坂 元 俊 一 

16 推進委員 宮崎県トラック協会都城支部 支部長 元 明 吉 美 

17 推進委員 株式会社文昌堂 代表取締役 東   淑 恵 

18 推進委員 都城ヤクルト販売株式会社 専務取締役 上 田 利 弘 

19 推進委員 株式会社天川 代表取締役社長           天 川 俊 治 

20 推進委員 都城市建設業協会 会長 堀之内 秀 樹 

21 推進委員 一般社団法人都城青年会議所 理事長 

R4.1.1より 

入木田 智 聡 

佐 伯 浩 文 

22 推進委員 都城電気工事業協同組合 理事長 岩 本 好 史 

23 推進委員 公益社団法人都城法人会 会長 飯 山 勘七郎 

24 推進委員 都城きりしまライオンズクラブ 会長 

R3.4.1より 

福 山 康 彦 

宮 脇 克 広 

25 推進委員 都城中央ライオンズクラブ 会計 音 堅 律 子 

26 推進委員 都城シティーライオンズクラブ 幹事 中 村 福 一 

27 推進委員 都城中央ロータリークラブ 幹事 富 森 恵 一 

28 推進委員 都城西ロータリークラブ奉仕プロジェクト委員 上 田 やよい 

 

 

 

◆審査委員会 

 任期：令和４年２月１日～令和６年１月３１日（R4.3.31現在） 

№ 役職 選出区分 氏名 

1 審査委員 ＢＴＶ株式会社 高田橋 厚 男 

2 審査委員 都城市共同募金委員会 東   淑 恵 

3 審査委員 都城市議会 

R4.2.1より 

岩 元 弘 樹 

山内 いっとく 

4 審査委員 都城商工会議所 河 野 謙 司 

5 審査委員 都城市社会福祉協議会 大 田 勝 信 

6 審査委員 学識経験者 堀之内 芳 久 
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事業区分 法人運営 地域福祉 障害福祉 介護保険等 保育園 

事業種類 受託事業 補助事業 公益事業 自主事業 その他（共募） 

事 業 名 共同募金運動・共同募金助成事業 事業№ ― 

決算額 

（単位：円） 
18,273,271 

左の財源内訳 

国県支出金 県社協 市 
一般財源 

 
受託金 補助金 受託金 補助金 

    18,273,271 

事業概要 

（目的） 

毎年１回、厚生労働大臣の定める期間内に限って寄附金の募集を行い、寄せられ

た寄附金は、その区域内における地域福祉の推進をはかるため、区域内の社会福祉

事業、更生保護事業、その他の社会福祉を目的とする事業を経営する者に助成する

（社会福祉法第１１２条）。前年度に募集した募金の実績からＡ助成（県域助成）

を差し引いた残りのＢ助成（都城市への助成）を福祉協力団体等の活動や、地域福

祉活動の推進に助成する。 

 

【令和３年度募金実績】 

・目標額 ２７，０００，０００円 

・実績額 １８，２７３，２７１円（達成率６７．６％） 

【令和３年度助成実績】 

・５９団体 １０，１９５，０２７円 

①ボランティア・当事者団体 ２８団体 １，２８０，０００円 

②小地域地区社会福祉協議会 ２０団体 １，７２５，０００円 

③広域社会福祉協議会関係   ９団体 ７，０５１，０２７円 

④ＮＰＯ団体         ２団体   １３９，０００円 

【諸会議】 

・令和２年度都城市共同募金委員会会計監査（5/14） 

・令和３年度第１回運営委員会（書面表決） 

・令和３年度都城市共同募金委員会推進委員交流会（10/29） 

・令和４年度共同募金助成金事業審査委員会（2/17） 

・令和４年度共同募金助成金答申（3/11） 

・令和３年度第２回運営委員会（書面表決） 

【研修等】 

・令和３年度市町村共同募金委員会担当職員研究協議会（9/7） 

・令和３年度赤い羽根共同募金助成金説明会（11/29、12/8） 

【その他】 

・令和３年度赤い羽根共同募金表彰式・出発式（10/1） 

・赤い羽根共同募金チャリティゴルフ（10/5） 

・共同募金出前講座：沖水中学校（9/3）、祝吉中学校（10/22、10/29、11/5） 

・令和３年度宮崎県社会福祉大会（10/26） 

・赤い羽根共同募金チャリティバザー（12/27） 

事業成果 

コロナ禍により街頭募金など制限があるなか、目標額：27,000,000 円に対し実

績額が 18,273,271円と達成率は 67.6%ではあるが、令和 2年度の実績（17,685,207

円）を上回ることができた。これは、チャリティによる募金の呼びかけや新たな試

みとして取り組んだ大型ショッピングセンターでのバザーなどでの広報活動とあ

わせ広く啓発を行った結果だと考えられる。 

コロナ禍での新たな生活様式を踏まえキャッシュレス募金などの導入を検討し

ていく課題が残った。 
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令和４年３月 

作成 ： 社会福祉法人都城市社会福祉協議会 

 

〒885-0077 都城市松元町４街区１７号 

TEL 0986-25-2123   FAX 0986-25-2103 

   ホームページ http://www.m-syakyo.or.jp/ 

E メール ： info@m-syakyo.or.jp 

 


